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序     文 

 

日本国政府は、カンボジア王国政府の要請に基づき、同国向けの貧困農民支援に係る調査を行

うことを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施しました。 

当機構は、平成 19 年 9 月 2日から 9月 19 日まで調査団を現地に派遣しました。 

調査団は、カンボジア王国政府関係者と協議を行うとともに、現地調査を実施し、帰国後の国

内作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つこと

を願うものです。 

終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

 

平成 19 年 12 月 

 

独立行政法人 国際協力機構 

無償資金協力部長 中川 和夫 
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写真１： 農林水産省（MAFF）各局担当との協議の模様 写真２： プノンペン市内の農機具販売店（Siam Kubotaの

代理店）展示スペース（耕うん機） 

写真３： ENJJ（日本大使館、NGO、JICA、JBIC）連絡会・

農業分科会での協議の模様 
写真４： タケオ州PDA（州農政局）の倉庫。本件が実施さ

れた場合タケオ州へ配布される肥料は同倉庫で一旦保管さ

れた後農民に販売予定。 

写真５： タケオ州農民グループ（Champei Cooperative）

での聞取り調査の様子 
写真６： 農村部で回収した見返り資金の送金に使用される

予定のACLEDA銀行（タケオ州） 





写真７： タケオ州農民グループ（Champei Cooperative）

の農民が実際に使用している肥料の空袋（NPK15-15-15） 
写真８： スヴァイリエン州PDA（州農政局）の倉庫内部。

保管されているカーゴトラックは1993年度の2KRにて調達さ

れたもので、現在も使用されているとのこと。 

写真９： スヴァイリエン州PDA（州農政局）の倉庫内部に

保管されているカーゴトラックのODAマーク。 
写真１０： スヴァイリエン州農民グループ（LIG）の農家

が栽培しているイネ（IR系品種） 

写真１１： プレイヴェーン州の農民グループ（Farmers   

Association, Po Chrey Village）での聞取り調査の様子。

同日聞取り調査の前には農林水産省PDA職員による同グルー

プ農民への農業講習が行なわれていた。 

写真１２： IFAD〈国際農業開発基金）の融資で実施する小

農支援RPRP（Rural Poverty Reduction Program）のキャン

ペーン（プレイヴェーン州農政事務局） 
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第１章 調査の概要 

１－１ 背景と目的 

（１）背景 

日本国政府は、1967 年のガット・ケネディラウンド（KR）関税一括引き下げ交渉の一環として

成立した国際穀物協定の構成文書の一つである食糧援助規約2に基づき、1968 年度から食糧援助

（以下、「KR」という）を開始した。  

一方、1971 年の食糧援助規約改訂の際に、日本国政府は「米又は受益国が要請する場合には農

業物資で援助を供与することにより、義務を履行する権利を有する」旨の留保を付した。これ以

降、日本国政府は KR の枠組みにおいて、米や麦などの食糧に加え、食糧増産に必要となる農業資

機材についても被援助国政府がそれらを調達するための資金供与を開始した。 

1977 年度には、農業資機材の調達資金の供与を行う予算を KR から切り離し、「食糧増産援助

（Grant Aid for the Increase of Food Production）（以下、後述の貧困農民支援と共に「2KR」

という）」として新設した。 

以来、日本国政府は、「開発途上国の食糧不足問題の緩和には、食糧増産に向けた自助努力を

支援することが重要である」との観点から、毎年度 200～300 億円の予算規模で 40～50 カ国に対

し 2KR を実施してきた。 

一方、外務省は、平成 14 年 7月の外務省「変える会」の最終報告書における「食糧増産援助（2KR）

の被援助国における実態について、NGO など国民や国際機関から評価を受けて情報を公開すると

ともに、廃止を前提に見直す」との提言を受け、同年 8 月の外務省改革「行動計画」において、

「2KR については廃止も念頭に抜本的に見直す」ことを発表した。 

外務省は、2KR の見直しにあたり国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構、以下「JICA」

という）に対し、2KR という援助形態のあり方を検討するために調査団の派遣（2002 年 11 月～12

月）を指示し、同調査団による「2KR 実施計画手法にかかる基礎研究」の結果も踏まえ、同年 12

月に以下を骨子とする「見直し」を発表した。 

① 農薬は原則として供与しないこと 

② ニーズや実施体制につきより詳細な事前調査を行い、モニタリング、評価体制を確認した

上で、その供与の是非を慎重に検討すること 

③ 上記の結果、平成 15 年度の 2KR 予算は、対 14 年度比で 60%削減すること 

④ 今後も引き続き、国際機関との協議や実施状況のモニタリングの強化を通じて、2KR のあり

方につき適宜見直しを行うこと 

 

上記方針を踏まえ外務省は、平成15年度からの2KRの実施に際して、要望調査対象国の中から、

予算額、我が国との 2 国間関係、過去の実施状況等を総合的に勘案した上で供与対象候補国を選

定し、JICA に調査の実施を指示することとした。 

                                            
 
2現行の食糧援助規約は 1999 年に改定され、日本、アメリカ、カナダなど７カ国、および EU（欧州連合）とその
加盟国が加盟しており、日本の年間の最小拠出義務量は小麦換算で 30 万 tとなっている。 

1



 
 

また、以下の三点を 2KR の供与に必要な新たな条件として設定した。 

① 見返り資金の公正な管理・運用のための第三者機関による外部監査の義務付けと見返り資

金の小農支援事業、貧困対策事業への優先的な使用 

② モニタリング及び評価の充実のための被援助国側と日本側関係者の四半期に一度の意見交

換会の制度化 

③ 現地ステークホルダー（農民、農業関連事業者、NGO 等）の 2KR への参加機会の確保 

 

JICA は上述の背景を踏まえた貧困農民支援に関する総合的な検討を行うため、「貧困農民支援

の制度設計に係る基礎研究（フェーズ 2）」（2006 年 10 月～2007 年 3 月）を行い、より効果的

な事業実施のため、制度及び運用での改善案を取りまとめた。同基礎研究では、貧困農民支援の

理念は、「人間の安全保障の視点を重視して、持続的な食糧生産を行う食糧増産とともに貧困農

民の自立を目指すことで、食料安全保障並びに貧困削減を図る」と定義し、農業資機材の投入に

より効率的な食糧生産を行う「持続的食糧生産アプローチ」及び見返り資金の小規模農民・貧困

農民への使用を主とする「貧困農民自立支援アプローチ」の 2 つのアプローチで構成されるデュ

アル戦略が提言された。 

 

平成 19 年度については、供与対象候補国として 17 カ国が選定され、原則として調査団が派遣

された。調査団が派遣された国においては、ニーズ、実施体制、要請の具体的内容及び根拠、ソ

フトコンポーネント協力の必要性、技術協力との連携可能性等について従来以上に詳細な情報収

集、分析を行うとともに、国際機関、NGO、資機材取扱業者等の広範な関係者から 2KR に対する意

見を聴取することとし、要請内容の必要性及び妥当性にかかる検討を行った。 

なお、日本政府は、世界における飢えの解消に積極的な貢献を行う立場から、食糧の自給に向

けた開発途上国の自助努力をこれまで以上に効果的に支援して行くこととし、これまでの経緯と

検討を踏まえ、平成 17 年度より、食糧増産援助を「貧困農民支援（Grant Assistance for 

Underprivileged Farmers）」に名称変更し、裨益対象を貧困農民、小農とすることを一層明確化

することを通じ、その上で、食糧生産の向上に向けて支援していくこととする。 

 

（２）目的 

本調査は、カンボジア王国(以下「カ」国)について、平成 19 年度の貧困農民支援（2KR）供与

の可否の検討に必要な情報・資料を収集し、要請内容の妥当性を検討することを目的として実施

した。 

 

１－２ 体制と手法 

（１）調査実施手法 

本調査は、国内における事前準備、現地調査、国内解析から構成される。 

現地調査においては、「カ」国政府関係者、農家、国際機関、NGO、資機材配布機関／業者等と

の協議、サイト調査、資料収集を行い、「カ」国における 2KR のニーズ及び実施体制を確認する

とともに、2KR に対する関係者の評価を聴取した。帰国後の国内解析においては、現地調査の結
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果を分析し、要請資機材計画の妥当性の検討を行った。 

 

（２）調査団構成 

総括 村上 雄祐 独立行政法人 国際協力機構 カンボジア事務所 次長 

実施計画・資機材計画 野村 知子 （財）日本国際協力システム 業務部 職員 

貧困農民支援計画 深澤 公史 （財）日本国際協力システム 総務部 課長代理 

 

（３）調査日程 

No. 野村 深澤 宿泊地

1 9月2日 日 プノンペン

2 9月3日 月 プノンペン

3 9月4日 火 プノンペン

4 9月5日 水 プノンペン

5 9月6日 木 プノンペン

6 9月7日 金 プノンペン

7 9月8日 土 プノンペン

8 9月9日 日 プノンペン

9 9月10日 月 シアヌークビル

10 9月11日 火 プノンペン

11 9月12日 水 プノンペン

12 9月13日 木 プノンペン

13 9月14日 金

10:00 JICA打合せ
15:30 MAFF（PMEU）協議

10:00 JICA打合せ
15:30 MAFF（PMEU）協議
プノンペン発 20:25 (TG 699)→
バンコク着 21:30
バンコク発 23:10 (TG 642)→

プノンペン/機中泊

14 9月15日 土 資料整理 成田着 07:30 プノンペン

15 9月16日 日 資料整理 プノンペン

16 9月17日 月

9:00 MAFF（PMEU）協議
9:30 MAFF(Deputy Director General)報告
JICA打合せ

プノンペン

17 9月18日 火

10:00 ミニッツ署名
11:00 JICAカンボジア事務所報告
15:00 在カンボジア日本大使館報告
プノンペン発 20:25 (TG 699)→
バンコク着 21:30
バンコク発 23:10 (TG 642)→

機中泊

18 9月19日 水 成田着 07:30

資料整理、団内打合せ

午前　団内打合せ
14:30 MAFF（各Department）ミニッツ協議
17:00 MAFF（PMEU）打合せ

サイト視察①　6：00　プノンペン発→シアヌークビル着
14:00 シアヌークビル港湾局協議、港湾視察

サイト視察②　7:00シアヌークビル発→タケオ着
11:00　タケオ州農業局（PDA）協議、PDA倉庫視察、サイト（農民組織Chamepei Farmers
Cooperative）視察、協議
17:30　タケオ発→プノンペン着

サイト視察③　5:50　プノンペン発→スヴァイリエン着
9:00　スヴァイリエン州PDA協議、PDA倉庫視察、サイト（農民組織Resey Chou村Farmers
Group)視察、協議
スヴァイリエンン発→プレイヴェーン着
15:00　プレイヴェーン州PDA協議、PDA倉庫視察、 16:30 サイト（農民組織Po Churey村
Farmers Association）視察、協議
18:00　プレイヴェーン発→プノンペン着

成田発 11:00(TG 641)→バンコク着 15:30
バンコク発 18:10(TG 698)→プノンペン着19:25

9:30 JICAカンボジア事務所表敬・協議
10:30 在カンボジア日本大使館表敬・協議
14:30 農林水産省（MAFF）表敬・協議（PMEU)、15：30　次官表敬・協議
16:30 JICAカンボジア事務所打合せ

資料整理、団内打合せ

月日

9：00　MAFF協議（各Department)
11:30　JICAカンボジア事務所打合せ
14:00　WFP協議
15:30　AusAID協議
17:00　JICAカンボジア事務所打合せ

9:00 MAFF（PMEU）協議（終日）

9:00 MAFF（PMEU）協議
10:00 国内農業機械ディーラー：Siam Kubota）協議
11:00 肥料販売業者（YETAK Group）協議
午後　JICA事務所打合せ

8:15 JICA事務所打合せ
9:00 MAFF（PMEU）協議
14:00 ENJJ（大使館、NGO、JICA、JBIC連絡協議会）農業分科会
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（４）面談者リスト 

１）農林水産省（Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries） 

Mr. Chan Tong Yves Secretary of States 

Mr. San Vanty Deputy Director General 

Mr. Kith Seng Director of Planning and Statistics Department 

Mr. Nhean Choch  Deputy Director of Project Monitoring and   

Evaluation Unit (PMEU) 

２）農林水産省タケオ州農政事務局（PDA） 

Mr. Ith Sarun Director 

３）農林水産省スヴァイリエン州農政事務局（PDA: Provincial Department of Agriculture） 

Mr. Mok Soldo Chief of Planning and Accountant Forestry and 

Fisheries (PDAFF) 

Mr. Cheng Samouen District Agriculture Office (DAO) Svey Rieng 

４）農業森林水産省 プレイヴェーン州農政事務局（PDA） 

Mr. Yous Mony Director 

５）タケオ州農民組織：Champei Farmers Cooperative（Champei 村） 

Mr. Mak Moeun Chief 

Mr. Chhim Thoeun Deputy Chief 

６）スヴァイリエン州農民組織：Livelihood Improvement Group（LIG） 

（Svey Chrum 地区 Resey Chou 村） 

Mr. Va Savun Group Leader 

７）プレイヴェーン州農民組織：Farmer Association 

（Prey Veng 地区 Svay Arto コミューン Po Chrey 村） 

Mr. Im Suk Chief 

８）シアヌークビル港湾局（Port Authority of Sihanoukville）  

Mr. Kong Sophea Staff, Marketing Department 

９）WFP（World Food Programme）Cambodia Office 

Mr. Yukinori Hibi Programme Officer  

Mr. Khim Ratha Programme Assistant 

１０）Australian Government’s Aid Oversea Programme（Aus AID）Cambodia Office 

Mr. Hien Vuthy Senior Program Officer 

１１）NGO 日本国際ボランティアセンター（JVC） 

山崎 勝 農業・農村開発担当 Project Manager 

１２）日本開発援助財団（FIDR） 

上田 美紀 

１３）NGO 日本地雷処理を支援する会（JMAS） 

野田 沙織  経理主任（地雷） 
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１４）個人 NGO クメール伝統織物研究所 

森本 喜久男  

１５）農業機械ディーラー：SCT Cambodia（Siam Kubota） 

Mr. Chay Phearom Kubota’s technician, General Merchandise 

Department 

１６）肥料ディーラー：Ye Tak Group Ltd 

Mr. Men Punreay Admi-Manager 

１７）在カンボジア日本国日本大使館 

小林 賢一 二等書記官 

１８）JICA カンボジア事務所 

米田 一弘 所長 

杉本 聡 所員 

田中 智子 所員 
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第２章 当該国における農業セクターの概況 

２－１ 農業セクターの現状と課題 

（１）「カ」国経済における農業セクターの位置づけ 

「カ」国における GDP は 2002 年から堅調な伸びを示しており、特に 2004 年から 2006 年の 3 年間に

おいてはそれぞれ 10％、13.5％、10.8％と高い伸びを継続しており、「カ」国における経済の急成長の

現状が窺える（図 2-1）。 
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図 2-1 「カ」国経済における GDP の推移 

出所）Annual Report on Agriculture, Forestry and Fisheries 2006-2007 
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図 2-2 「カ」国経済における農林水産分野の GDP の推移 
出所）Annual Report on Agriculture, Forestry and Fisheries 2006-2007 

 

一方、農林水産業セクターが GDP に占める割合は 1990 年代前半から後半にかけ 40％台を維持してい

たが、近年は他産業（縫製産業、観光業、建設業）が大きく伸びたため、農業部門の比重は相対的に低

下し、その割合は 30％台と低下傾向を示している（図 2-2 参照）。しかしながら、総人口の 8 割以上

が農村部に居住すると共に農林水産業は表2-1の示すとおり、依然として労働人口の約60％を吸収し、

同国において重要な産業であることに変わりは無い。その一方で、貧困層の約 75％が主なる生活の糧

を農林水産業分野に依存している現状においては、同セクターの技術改善による生産性の向上が課題と

なっている。 

表 2-1 「カ」国における分野別労働人口の推移  

分野
従事者数
（人）

比率(%)
従事者数
（人）

比率(%) 従事者数（人） 比率(%)
従事者数
（人）

比率(%)

農林水産業 4,384,300 68.9% 4,479,800 70.0% 4,499,800 64.8% 4,519,800 60.3%

製造業 544,800 8.6% 556,400 8.7% 634,200 9.1% 712,100 9.5%

鉱業 135,000 2.1% 10,800 0.2% 12,900 0.2% 15,000 0.2%

その他 1,300,700 20.4% 1,352,000 21.1% 1,800,700 25.9% 2,248,700 30.0%

総雇用数 6,364,800 100.0% 6,399,000 100.0% 6,947,600 100.0% 7,495,600 100.0%

2001年 2004年2002年 2003年

 
出所）ADB Key Indicators Cambodia Labor Force  
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（２）自然環境条件   

 「カ」国はインドシナ半島の南西に位置し北側をタイとラオス、西側をタイ、東をベトナム、南側

をタイ湾に接している。18.1 万 k ㎡の国土は南北 440km、東西 560km に渡り、東部と南西部に位置す

る山岳部以外は比較的平坦な土地である。人口は 1,440 万人（2006 年度推定値、The Economist 

Intelligence Unit Limited 2007）で、うち 8割強が農村部に居住している。 

 「カ」国は熱帯モンスーン気候に属し、5月～10 月頃が雨季、11 月～4月頃が乾季となる。年間平均

気温は（最低）約 24℃、（最高）33℃だが最も気温が高くなる 4月、5月は月間平均気温が 35℃前後と

なる。 

 図 2-3 及び図 2-4 に示すとおり、計画省統計局（National Institute of Statistics, Ministry of 

Planning）の資料によれば 1994 年～2004 年の 10 年間を通した年間降雨量の全国平均は 1,400mm～

2,000mm の間で 2004 年には南部のコッコン州では 3,000mm 以上、同じく南部のシアヌークビルでは

2,500mm 以上の平均降雨を記録している。 

2004 年の雨季（5月～10 月）には 7月中旬～8月末にかけて特に中部、南部のコンポンスプー、カン

ダール、タケオ、スヴァイリエン、プレイヴェーン、コンポンチャムの各州で雨量が少なく、干ばつの

被害を受けたが、北部及び西部はこれらの被害から免れた。しかし 2004 年は全般を通じ降雨量が例年

になく少なかったため、乾季には「カ」国全土で干ばつの被害を被った。 

一方、2005 年の年間降雨量は適量で農業生産には好条件であったが、中部及び南部の一部の州（カ

ンダール、スヴァイリエン、タケオ、コンポンスプー及びプレイヴェーンの各州）では雨季の半ばに干

ばつに見舞われている。 

以上のように、「カ」国における農業生産は干ばつ等の気象災害をはじめ、病虫害等の被害を受けや

すく、灌漑ポンプ・施設の不備や肥料・農薬等の農業資機材の不足が、これらの被害を更に甚大なもの

としている。 
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図 2-3 「カ」国内年間平均降雨量 

出所）計画省 National Institute of Statistics の統計をもとに作成 

 

0

1000
2000

3000

4000

5000
6000

7000

ポ
チ
ェ
ン
ト

ン

バ
ン
テ
ア
イ
・
ミ
ア
ン
チ

ェ
イ

バ
ッ
タ
ン
バ

ン

コ
ン
ポ
ン
チ
ャ

ム

コ
ン
ポ
ン
テ
ュ
ナ

ン

コ
ン
ポ
ン
ス
プ

ー

コ
ン
ポ
ン
ト

ム

カ
ン
ポ
ッ

ト

カ
ン
ダ
ー

ル

コ
ッ
コ

ン

ク
ラ
チ
ェ

プ
ノ
ン
ペ
ン
特
別

市

プ
レ
ア
ビ
ヒ

ア

プ
レ
イ
ヴ
ェ
ー

ン

ポ
ー
サ
ッ

ト

ラ
タ
ナ
キ

リ

シ
ェ
ム
リ
ア
ッ

プ

シ
ア
ヌ
ー
ク
ヴ
ィ
ル
特

別
市

ス
ト
ゥ
ン
ト
レ

ン

ス
ヴ
ァ
イ
リ
エ

ン

タ
ケ

オ

地名

2004年間降雨量
(mm)

2005年間降雨量
(mm)

降雨量(mm)

 
図 2-4 2004～2005 年の州別年間降雨量 

出所）MAFF Annual Report on Agriculture, Forestry and Fisheries 2006-2007 をもとに作成 
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（３）土地利用状況 

「カ」国の土地利用状況は表 2-2 のとおり国土の大半（約 6割）は森林地帯によって占められており、

農地の割合は約 2 割と少ない。FAO の統計によると可耕地面積は 462 万 ha で国土の約 4 分の 1 を占め

るが、実際耕作が行なわれている面積は 391 万 ha と国土の 2割に留まっている。 

農地の利用状況を形態別に見ると、表 2-3 に示すとおり水田が約 235 万 ha で農地の大半を占め、畑

地は僅か 20 万 ha 弱となっており、「カ」国農業における稲作の重要性がうかがえる。 

ゴム、茶やコーヒーなどの換金作物栽培に利用されている面積は 6,800ha と少ないが、中でも 1910

年より同国で栽培されている天然ゴムは GDP 成長率にも大きく貢献しており、農産物輸出総額に占める

天然ゴムの割合は 67％となっている（2004 年、FAO Food and Agriculture Indicators より）。 

 

 表 2-2 土地利用状況（1992～1993 年、1996～1997 年）  

面積(ha) 構成比（％） 面積(ha) 構成比（％）

森林地帯 10,859,694 59.82% 10,638,206 58.60%

非森林地帯（草地、竹林含） 3,600,933 3,612,908

　　荒地 15,090 18,136

　　都市部 26,625 27,615

　　湿地 91,079 83,340

　その他 3,468,139 3,483,817

農地 3,692,356 20.34% 3,901,869 21.49%

総土地面積 18,152,983 100.00% 18,152,983 100.00%

1992～93年 1996～97年
土地利用形態

19.84% 19.90%

 
       出所）Land Tenure in Cambodia by Cambodia Development Resource Institute（2001）をもとに作成 

 

表 2-3 形態別関連土地利用（1996～1997 年） 

土地利用形態 面積（ha） ％

水田 2,341,500 15.5%

畑地 200,300 1.3%

換金作物（ゴム、茶、コーヒー他） 6,800 0.1%

森林、竹林、草地、沼地、湖、荒地、都市部利用他 12,512,300 83.1%

合計 (数州を除くカンボジア全土） 15,060,900 100.0%
 

         出所）Land Tenure in Cambodia by Cambodia Development Resource Institute（2001）をもとに作成 
 

 

（４）食糧事情 

 「カ」国における主要な食用作物は、イネ、トウモロコシ、キャッサバ、マメ類であり、このうちイ

ネ、トウモロコシ及びキャッサバが、本案件の対象作物となっている。 

イネは「カ」国の全州で生産されており、表 2-4 に示すとおり 2006 年の生産量は 626 万 t と他の作

物と比較すると群を抜いて最大の生産量を誇るとともに 1997 年からの 10 年間で、その生産量は 83％

（1997 年～2006 年）と急激に増加している（表 2-5）。州別でイネの生産量を見ると、表 2-6 のとお

り北部のバッタンバン州及び、南部ベトナム国境と接するコンポンチャム、プレイヴェーン、タケオの

3州の生産高が多い。 

イネに次いで多い作物はキャッサバ、トウモロコシである。これらの多くは山間部の畑地で栽培され
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ており、トウモロコシは北部山間部のバッタンバン州及びパイリン特別区、そして南部のコンポンチャ

ム州、南部カンダール州で栽培が盛んであるが、一部の地域ではイネの収穫後の水田を畑地としてトウ

モロコシの生産が行われている。表 2-7 のトウモロコシの州別生産量を比較すると、特に北部バッタン

バン州では年間約 19 万 t、同じく北部パイリン特別区では約 10 万 t を生産しており、双方でカンボジ

ア全体の生産量の約 8割を占めている。一方、キャッサバはバッタンバン州、コンポンチャム州、パイ

リン特別区で栽培が盛んであり、コンポンチャム州の生産量のみでカンボジア全体の生産量の 47％を、

また北部 2地域（バッタンバン州、パイリン特別区）で 44％を占めている。 

「カ」国ではこれら主要 3作物の他には野菜類、サツマイモ、ダイズ、リョクトウ、ラッカセイ等の

マメ類、ゴマ、サトウキビなどが栽培されている。 

  

表 2-4 主要農作物の生産高（2006 年） 表 2-5 イネ、トウモロコシ、キャッサバの生産高の推移 

作物 生産量（t）

イネ 6,264,123

トウモロコシ 376,983

キャッサバ 2,182,043 1997 3,414,918 42,423 77,266

サツマイモ 45,285 1998 3,509,871 48,510 66,534

野菜類 222,893 1999 4,040,900 95,974 228,512

リョクトウ 59,899 2000 4,026,092 156,972 147,763

サトウキビ 141,704 2001 4,099,016 185,589 142,262

ダイズ 98,289 2002 3,822,509 148,897 122,014

ラッカセイ 23,811 2003 4,710,957 314,601 330,649

ゴマ 24,789 2004 4,170,284 265,665 362,050

タバコ 14,231 2005 5,986,179 247,760 535,623

ジュート 575 2006 6,264,123 376,983 2,182,043

年度
イネ

年間生産高
（t)

トウモロコシ
年間生産高
（t)

キャッサバ
年間生産高
（t)

 
出所）MAFF                  出所）MAFF 

 

イネ、トウモロコシ及びキャッサバの過去 10 年間の生産高の推移は表 2-5 に示すとおり。1997～2005

年の間にトウモロコシは 5.8 倍、キャッサバは 6.9 倍に伸びている。イネ及びトウモロコシは 2000 年

代では 2002、2004 年に生産高が前年より減少しているものの、相対的には増加傾向にある。キャッサ

バは 2000、2002 年以外については前年比で増加傾向にある。3作物とも 2005～2006 年にかけての生産

は増量傾向にあり、特にトウモロコシ、キャッサバの伸びは大きい。これは 2006～2007 年にかけて自

然災害にも見舞われたものの、天候が概ね順調であったことに起因すると MAFF は分析している。 
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  表 2-6 イネの作付面積・収穫面積・生産高（2006～2007 年） 

収穫面積
(ha)

単位当り
生産高
(MT/ha)

生産高
(t)

収穫面積
(ha)

単位当り生産高
(MT/ha)

生産高
(t)

収穫面積
(ha)

単位当り
生産高
(MT/ha)

生産高
(t)

バンテアイ・ミアンチェイ 211,074 2.211 466,685 1,756 3.356 5,893 212,830 2.220 472,578

バッタンバン 243,768 2.560 624,147 2,455 3.600 8,838 246,223 2.571 632,985

コンポンチャム 165,243 2.672 441,577 51,954 3.892 202,205 217,197 2.964 643,782

コンポンチュナン 102,996 2.078 214,063 20,973 3.519 73,804 123,969 2.322 287,867

コンポンスプー 105,785 2.310 244,363 242 3.289 796 106,027 2.312 245,159

コンポントム 153,823 2.253 346,564 10,917 4.186 45,699 164,740 2.381 392,263

カンポット 126,152 2.400 302,765 2,350 3.250 7,638 128,502 2.416 310,403

カンダール 44,939 2.909 130,734 57,413 4.064 233,326 102,352 3.557 364,060

コッコン 9,066 2.461 22,311 - - - 9,066 2.461 22,311

クラチェ 28,463 2.606 74,187 10,519 2.637 27,739 38,982 2.615 101,926

モンドルキリ 16,658 1.600 26,653 - 2.637 - 16,658 1.600 26,653

プノンペン特別市 5,112 3.500 17,894 335 3.501 1,173 5,447 3.501 19,067

プレアビヒア 30,469 2.063 62,858 2.250 72 30,501 2.063 62,930

プレイヴェーン 247,151 2.215 547,507 66,835 4.085 273,021 313,986 2.613 820,528

ポーサット 92,070 2.234 205,684 1,247 3.297 4,111 93,317 2.248 209,795

ラタナキリ 23,295 1.502 34,989 - - - 23,295 1.502 34,989

シェムリアップ 176,930 1.783 315,508 13,260 3.530 46,808 190,190 1.905 362,316

シアヌークヴィル特別市 12,518 2.200 27,540 - - - 12,518 2.200 27,540

ストゥントレン 22,957 2.733 62,741 - - - 22,957 2.733 62,741

スヴァイリエン 144,965 1.505 218,172 13,100 3.899 51,072 158,065 1.703 269,244

タケオ 173,167 2.780 481,404 73,528 4.160 305,876 246,695 3.191 787,280

オットーミアンチェイ 47,350 1.958 92,711 - - - 47,350 1.958 92,711

ケップ特別市 2,910 2.420 7,042 43 3.907 168 2,953 2.442 7,210

パイリン特別区 1,865 3.000 5,595 730 3.000 2,190 2,595 3.000 7,785

合計 2,188,726 4,973,694 327,657 1,290,429 2,516,415 6,264,123

2006年合計2006年乾季

州名

2006年雨季

 
出所）MAFF     は要請対象州・特別区 

 

   表 2-7 トウモロコシ及びキャッサバの作付面積・収穫面積・生産高（2006～2007 年） 

作付面積
(ha)

収穫面積
(ha)

生産高
(t)

作付面積
(ha)

収穫面積
(ha)

生産高
(t)

バンテアイ・ミアンチェイ 2,725 2,725 9,696 6,601 6,601 54,108

バッタンバン 42,160 39,434 190,304 18,045 17,828 734,654

コンポンチャム 12,431 12,431 29,478 51,819 51,819 1,041,167

コンポンチュナン 2,330 2,064 3,996 720 720 3,059

コンポンスプー 545 545 1,072 656 656 9,861

コンポントム 743 743 1,575 1,896 1,896 11,383

カンポット 1,376 1,376 2,413 480 480 1,628

カンダール 14,449 13,538 14,609 252 252 754

コッコン 132 132 542 164 164 2,537

クラチェ 1,916 1,916 2,518 4,788 4,788 27,666

モンドルキリ 92 92 416 938 938 14,209

プノンペン特別市 182 182 165 10 10 24

プレアビヒア 354 354 662 1,823 1,820 19,209

プレイヴェーン 2,139 2,139 2,959 154 154 440

ポーサット 459 459 1,106 307 307 2,229

ラタナキリ 266 266 743 1,020 1,020 7,646

シェムリアップ 1,016 1,016 1,641 1,116 1,116 7,877
シアヌークヴィル特別市 20 20 47 31 31 374

ストゥントレン 471 401 382 382 1,536

スヴァイリエン 107 107 666 1,959 573 35,043

タケオ 171 171 95 1,121 1,121 5,310

オットーミアンチェイ 221 221 468 286 286 1,869

ケップ特別市 266 266 382 44 44 179

パイリン特別区 24,649 24,649 104,714 4,595 4,595 230,936

合計 108,749 105,317 370,668 99,207 97,601 2,213,698

2005～2006年合計 82,009 61,757 255,448 28,617 28,560 522,526

キャッサバ
州名

トウモロコシ

 
出所）MAFF     は要請対象州・特別区 
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FAO 統計資料をもとに算出した対象作物（イネ・トウモロコシ・キャッサバ）の過去 5年間の自給率

は表 2-8～2-10 に示すとおり。上記 3 品目の食料自給率は 2002 年を除き統計上では 100％を達成して

いる。 

表 2-8 イネの生産高・消費量 
生産量・消費量 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年

生産高 4,099,016 3,822,509 4,710,957 4,170,284 5,986,200
消費量 3,034,000 3,136,000 3,259,000 3,399,000 3,549,000
輸出量 360 360 360 360 360
自給率（生産高/消費量） 135.10% 121.89% 144.55% 122.69% 168.67%
消費量＋輸出量 3,034,360 3,136,360 3,259,360 3,399,360 3,549,360  
出所）FAO STAT 

 

表 2-9 トウモロコシの生産高・消費量 
生産量・消費量 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年

生産高 185,589 148,897 314,591 256,665 247,800
消費量 151,000 169,000 184,000 196,000 208,000
輸出量 0 30 400 48,010 22,880
自給率（生産高/消費量） 122.91% 88.10% 170.97% 130.95% 119.13%
消費量＋輸出量 151,000 169,030 184,400 244,010 230,880
出所）FAO STAT 

 

       表 2-10 キャッサバの生産高・消費量 
生産量・消費量 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年

生産高 142,260 122,014 330,649 362,050 535,623
消費量 135,000 145,000 227,000 336,000 452,000
輸出量 150 150 150 70 150
自給率（生産高/消費量） 105.38% 84.15% 145.66% 107.75% 118.50%
消費量＋輸出量 135,150 145,150 227,150 336,070 452,150   
出所）FAO STAT 

 

しかし MAFF 関係者によれば主要作物の統計上の 100％自給を達成していても実際地域毎に生産量の

ばらつきがあることに加え、国内流通経路の整備が不十分なことより国外に食糧が流出する場合も多く、

必ずしも国民全般には行き届いていないとの説明であった。このことは農業農村開発評議会（Council 

for Agricultural and Rural Development）による「カンボジアにおける食糧安全保障及び栄養に関す

る戦略的枠組（2007～2010 年）（Strategic Framework for Food Security and Nutrition in Cambodia 

2007-2010、Draft 1.0）にも「カンボジアでは近年国内の対人口比コメの供給量が需要を満たすように

なった。しかし州レベル、地域別、社会経済グループの差により十分な食糧を入手できない国民も多い。

貧しい農民は 1 年の一定期間は、自分の農地で生産したイネ等の農産物だけでは食糧が不足するため、

市場でコメなどの食糧を購入しているのが現状である」と述べられている。 

実際、対象地域で行なった農民グループ（スヴァイリエン州、平均農地面積 1.5ha）への聞き取りで

は、同地域は肥沃な土地に恵まれずイネの収量が0.5～0.6t/haと低く（2005年の全国平均収量2.5t/ha）

高価な肥料を十分購入できない貧しい農民は十分な収量を得ることが難しく家族全員が 1 年間食する

に十分なコメを生産できず、この不足分を補うためコメを購入する貧しい農家が存在するのが実情との

ことである。 

前述のようにタイ及びベトナム国境に接する州では隣国のコメ取り扱い業者がカンボジア産米を買

い付けるなど正規ルートを通らないコメの流出が激しく、公式統計上では読み取れない地域的なコメ不

足の阻害要因となっている（山崎勇著「カンボジアにおけるコメの生産概況・ポストハーベスト・流通

事情（国際農林業協力協会）」によれば非公式な国境貿易によりベトナムへのコメ（籾）輸出量は推定

で年間およそ 100 万～200 万 t とされている）。 
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（５）農業インプットの生産・流通 

１）農業インプットの生産・流通（肥料） 

 「カ」国内では肥料は生産されていないがベトナム製などの輸入品が正規輸入や違法流入を通じ市

場に出回っている。今般要請された尿素、DAP、NPK の肥料 3品目もごく一般にカンボジアで使用され

ている品種であるが、全て海外製品であるため、一般市場価格は比較的高価である。このためそれら

を使用しているのは主にある程度購買力のある中小規模以上の農家である。 

正規のルートを通じて輸入された肥料は「カ」国 MAFF の品質検査を受けるためある程度の品質が保

証されるが、近隣諸国から密輸入される肥料の品質については実際、対象地域で行なった農民グループ

（スヴァイリエン州、タケオ州、プレイヴェーン州）及び他ドナーからの聞き取り調査の際にもその品

質を疑問視する声（表示成分、内容量が実際の内容量と異なる）が多く聞かれた。 

 

２）農業資機材販売業者における聞取り 

肥料取扱い業者及び農業機械のディーラーを訪問し、「カ」国における肥料及び農業機械の民間取引

について聞き取りを行なった。 

 

① YE TAK Group Ltd., (肥料) 

2000 年設立の同社は香港資本のカンボジア企業でありホテル等の事業も展開している。肥料事業

（同社の場合卸売りのみ）には 2003 年より参入し、化成肥料（NPK）、尿素、DAP 等を取り扱ってい

る。肥料部門は目下7～8名が担当、ホテル事業部門等も含めグループ総勢は100～200人規模である。 

同社で収集したカンボジア市場における肥料事情は以下のとおり。 

・ カンボジアにおける肥料の需要量は年間約 50,000t。同国の肥料輸入業者は YETAK 社を含め 2

～3社。 

・ 同社の 2007 年の輸入実績は 32,300t（2006 年の輸入実績 20,000t を上回る）。 

・ 肥料使用の割合はカンボジア農家全体の 60～70％。 

・ 同社における輸入肥料原産国の内訳は、尿素：10,000t（中国、ロシア製）、DAP：9,000t（ヨ

ルダン製）、NPK：13,300t（中国、ロシア製）。これらは「カ」国に輸入される前にベトナムで

袋詰めされている。 

・ ベトナムからの輸入は、海上と河川を経由してカンボジアとの国境（カンダール州）まで船で輸

送し、その後はトラックに積み替えて国内輸送している。ベトナムからの輸送日数は約 2～3日。 

・ 同社の卸業者への販売価格は以下のとおり(全てベトナムより輸入)。タイ製肥料はこれより割

高である。 

－NPK（15-15-15） ：US$ 15.0/袋（50kg） 

－NPK（20-20-20-TE） ：US$ 17.3/袋（50kg） 

－DAP   ：US$ 25.0/袋（50kg） 

－尿素   ：US$ 17.3/袋（50kg） 

・ YETAK 社の肥料輸入手続は以下の通り。 

輸入業者は MAFF へ輸入肥料のサンプルを提出し、品質検査に合格した後輸入ライセンスを

取得し、正式に肥料輸入が可能となる。また、ライセンス取得時以外にも MAFF は定期的に輸

入肥料の品質抜打ち検査を行なっているとのこと。 
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②Cementhai SCT Cambodia Co., Ltd.の農業機械部門：Siam Kubota（タイ・クボタの代理店）(農業機

械) 

Cementhai SCT は 10 年前に設立され建築資材を取り扱っている。最近は農業機械（タイ製クボ

タの耕うん機、乗用トラクター、ディスクプラウ等作業機、ディーゼルエンジン他）をショールー

ムに展示し販売を行なっている。同社は、カンボジア国内に 4箇所（プノンペン、コンポンチャム、

バッタンバン、シェムリアップ）に事務所を有し、機材の販売、修理業務を行っている。来年には

タケオにも事務所を開設する予定。 

同社で収集したカンボジア市場における農業機械事情は以下のとおり。 

・ カンボジアにおける耕うん機の需要は年間約 10,000 万台。うち昨年の同社での販売実績は約

1,000 台。 

・ 同社の農業機械（タイ製クボタ）の販売価格は、タイバーツとの換算レートにもよるが、凡そ

の価格は以下のとおり。 

－乗用トラクター（モデル：KRT140）：約 US$ 5,000～6,000/台 

－耕うん機（含むディスクプラウ）：約 US$ 2,000/台 

－ディーゼルエンジン（モデル：RT100）：約 US$ 900/台 

・ Siam Kubota 工場はバンコクより約 30km に位置し、カンボジアへの輸出は通常トレーラーによ

る陸路輸送、所要日数は約 3日。 

・ 同社製品の保障期間は 2年間。製品販売後もアフターセールスサービス、メンテナンス、スペ

アパーツやアクセサリーに対応可能である。 

 

（６）農業セクターの課題 

「カ」国においては長期間続いた内戦の影響により、農業生産は低迷し同国民の主食であるコメでさ

え自給が出来ない時期もあったが、前述のとおり農業生産は内戦の終結後に徐々に回復の方向に向かっ

ている。特にコメに関しては、「カ」国に対して日本国政府が 2KR を開始した 1992 年に 222 万 t であっ

た同国の総生産量（籾ベース）が、2006 年時点では約 2.8 倍の 625 万 t（精米換算：約 376 万 t）へと

大幅に増加しており、同国におけるコメの年間消費量（約 209 万 t）を賄える計算となっている。 

このように「カ」国におけるコメの需給状況を統計上の数値だけで概観した場合、同国におけるコメ

の生産量は必要量を充分に賄っており、自給状況にあると言える。しかしながら、実態としては、以下

に示す要因により地域的な食糧の過不足が発生していると共に安定した食糧の供給体制が確保されて

いない状況にある。特に本 2KR の対象となるような小規模農民などは、以下に示す要因に加えて所有す

る耕作面積が小さく、独自に生産するコメだけでは自家消費量を賄えず、不足分は他の労働によって稼

いだ副収入や家畜などを売却した代金を使ってコメを購入しているような状況が、今回の現地調査にお

ける農民からのコメントより明らかとなっている。 

 土壌の肥沃度に地域差があり、生産性に地域差があること。 

 旱魃など自然災害や病害虫の発生により、作物の生産性が安定しないこと。 

 隣国のベトナムやタイなどへ密輸されること。 

このような状況を具体的に示す事例として、今シーズンの「カ」国におけるコメの生産者価格は昨年

と比較して大幅に値上がりしている。サイト調査の対象となったプレイヴェーン州ポーチュラル村の農

民によると、昨年の売り渡し価格が 550 リエル/kg（籾/IR66）であったものが、今年は約 24％高の 680
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リエル/kg まで値上がりしているとのことであった。この値上がりの理由を「カ」側の関係者に尋ねた

ところ、隣国ベトナムでの稲作がトビイロウンカ（Brown Plant Hopper）3により甚大な被害を受けコ

メが不作となっているため、ベトナムのコメ取り扱い業者がカンボジアまでコメを買い付けていること

が挙げられた。また、このトビイロウンカの被害は「カ」国にも及んでおり、今シーズンのコメの生産

量は落ち込むと予想されている。以上のようなベトナムなどの業者によるコメの買い付けは、恒常的か

つ非公式に行われているため、その量と金額は正式な貿易統計に表れていないのが実態で、一説による

と、その量は年間 100～200 万 t にのぼると推定されている。仮に、その非公式な輸出量が 200 万 t で

あるとすると、「カ」国におけるコメの年間生産量の約 32％に相当する大きな量であり、自給が達成さ

れているとされる同国の食糧自給状況も危うい状況にあると思われる。 

 

 

２－２ 貧困農民、小規模農民の現状と課題 

（１）貧困の状況 

＜貧困ラインの定義＞ 

「カ」国政府は各人の消費が貧困ラインを下回る生活をする個人を貧困民と位置づけている。貧困ラ

インの定義には一般に①food poverty line（食糧貧困ライン）と ②total(overall) poverty line（総

合貧困ライン）の 2つが存在する。①には非食糧支出が含まれていない。また②の貨幣価値で判断する

貧困ラインもその時の経済状況を反映し、カンボジア国内の地域によっても異なるため線引きが困難で

ある。 

一般にカンボジアでは「個人が 1日最低 2,100 カロリー以上を摂取するに足りる食糧支出（食料貧困

ライン）を維持することに加え非食糧部門で不可欠な少量の支出（住宅費、衣料費等）を含んだ金額を

貧困ラインと設定しており、この数字はカンボジアの世界食糧計画（WFP）事務所でも採用されている。 

 カンボジアの「国家戦略開発計画（National Strategic Development Plan）によれば 2004 年の統計

で所得面において全人口の約 36％が貧困層、農村部で約 40％が貧困層に属し、食糧貧困ラインを下回

る貧困層は全人口の約 2割である。 

表 2-11 のとおり、「カ」国では総人口に占める食糧貧困者及び総貧困者の割合が 9割強と圧倒的に農

村部に集中している。 

 

表 2-11 「カ」国における地域別貧困率 

地域
人口　（人）

A

食糧貧困者
(Food Poor)数
（人）
B

各地域総人口に占める地域別
食糧貧困者率     B/A（%）

貧困者 (Total
Poor)数（人）

C

各地域総人口に占める貧困者
(Total Poor)率 C/A（%）

プノンペン都市圏 610,000 6,000 0.98% 15,000 2.46%

他都市部 1,417,000 162,000 11.43% 296,000 20.89%

農村部 11,008,000 2,439,000 22.16% 4,347,000 39.49%

総人口に占める食糧貧困者率
B/A（%）

総人口に占める貧困者
(Total Poor)率 C/A（%）

カンボジア全土 13,035,000 2,607,000 20.00% 4,685,000 35.94%  
出所）A poverty Profile of Cambodia 2004 by Ministry of Planning 

 

 

                                                  
3 イネの害虫。集合性が強く、また急に密度が高まるためにイネに対する加害が激しく、イネは枯死して倒伏することが多く、著しく
減収する。また、出穂後にトビイロウンカの被害を受けた場合には、その殆どが不稔粒となる。トビイロウンカの被害を受けた水田は

一部分から枯死し始めるので坪枯れとなり、放置すると全面枯死に至ることもあるため、コメの大きな減収の原因となる。 
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 地域別貧困状況をみると図 2-5 に示すとおり貧困率が 40％以上の コミューン（中央政府-郡の下の

政治・行政組織）が全国レベルで 786 存在する。貧困率が 40％以上の地域は主に北西部、中部、南部

の州に集中しており、今般要請による対象地域 8州 1特別区は何れも貧困率（40％以上）の高いコミュ

ーンが多く含まれている。 

 
図 2-5 貧困地図（1998 年人口統計をもとに 2002 年改訂版） 

出所）WFP 

 

（２）農民分類 

 MAFF の分析では農民を次の 3グループに分類している。 

① 上流農民 

肥料や農業機械などの農業資機材を購入する資金源を持ち、広大な土地で機械化農業を営み、土地

なし農民など労働者を雇用した大規模な営農が可能な農民グループであり農業従事者全体の 0.1％

以下を占める。 

② 中流農民 

自らが耕作する農地からの収穫物のみで自給でき、かつ市場に販売する余剰作物がある農民であり、

通常彼等の耕作地は肥沃でコメ以外にも換金可能な作物（タバコ、ジュート等）を栽培している。農

業従事者全体の 6割から 7割がこのカテゴリーに属する。 

③ 最貧困農民 

小農、貧困農民のグループで農業従事者全体の 3割から 4割がこのカテゴリーに属する。このグル

ープの農民の耕地は干ばつまたは洪水の被害を受けやすく、痩せた土地であり、自らが耕作する農地

からの収穫物だけでは自給ができず、年間 1～4 ヶ月は食料不足に見舞われるこのグループは今般の

貧困農民支援要請のターゲットでもある。これらの農家を耕作面積だけで画一的に区分することは不

可能であるが、今回の現地調査を通じて得た情報を総合的に判断すると、目安として約 0.5ha 以下の

耕作面積で農業を営む農家が、この最貧困農民グループの範疇に属すると思われる。 

 

表 2-12 は貧困層と非貧困層の割合を指数で比較したもので、この統計によれば貧困層と非貧困層の

格差を示す最も高い指数は所有する土地の価値であり、両者の間には 5倍以上の格差が存在する。 
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表 2-12 貧困レベルの分類とその割合 

  

R1 R2 R1 R2 R1 R2

調査前週に仕事をした人数が家族
全体に占める割合（％）

48.9 44.5 50.1 50.4 51.2 52.8

住宅、農地を含む所有土地の価値
（百万リエル）

1.76 2.91 3.25 2.72 15.93 10.71

外来患者として病院に罹る率
（％）

0.99 1.27 1.33 1.1 1.73 1.49

初等学校へのアクセスの最短距離
（分）

20.19 14.33 20.05 19.37 18.05 19.29

分類
非貧困層(B)

貧困層 (A)
食糧貧困ライン以下 食糧貧困ライン以上

 
注：R1(Round 1)及び R2(Round 2)とも 3000 戸を対象に調査を行なった 

出所）Cambodia Poverty Profile 1999 

   

今般調査で訪問した 3州の農民組織数グループ（1グループ 25 名～90 戸の規模）への聞き取りでは

土地所有者の農地は約 0.5～7ha の間で平均農地面積を尋ねると 1.5ha 程が最も多かった。 

これらのグループのイネの平均収量は籾ベースで 0.5～0.6t/ha（スヴァイリエン州の農民グループ）

～ 1.5～2.5 t/ha（プレイヴェーン州の農民グループ）の間であるが、さらに農民グループにも属さな

い貧困農民の間では平均収量は約 1.2～1.4t/ha と全国平均の 2.5 t/ha をさらに下回る。また、この収

量も自然条件に左右されやすく一旦干ばつや水害、害虫（トビイロウンカ：Brown Plant Hopper）の発

生といった自然災害に見舞われるとたちまち収量減となる。 

農民及び農水省州事務所職員への聞き取りより得た情報では 0.5ha 以下の農地では家族（平均 5人程

度）を養うため十分な主食のコメを収穫することは不可能であり、自給用コメの栽培に加え家畜（放し

飼いの鶏）や栽培野菜の売買利益及び他農家への労働提供から得られる賃金で不足分のコメを購入して

いるのが現状である。 

 

（３）貧困農民、小規模農民の課題 

先にも述べた通り「カ」国内では実際に価格が約 US$ 2,000 と比較的高価であるにも拘らず、年間約

1,000 台の耕うん機（タイ製クボタ）が販売されている（「カ」国内全体では年間約 1 万台が販売され

ている）。一方、「貧困農民支援」の対象とされる農民グループから聞き取り調査を行った限りにおいて

は、その多くが家畜（主に牛）を使用した耕起作業を行なっており、耕うん機を使用しているケースは

ごく僅かであった。これは本体購入価格に加え、スペアパーツ、高騰し続ける燃料を含む維持管理費が

必要とされること、また農村部ではパーツ類購入やメンテナンスサービスへのアクセスが困難であるこ

とも農民グループからの聞き取りにより明らかとなった。また肥料も全て輸入品であり、正規ルートで

輸入され肥料取扱企業より販売される肥料は品質的には比較的信頼できるものの、市場で個々に農民が

購入する肥料は隣国からの違法輸入品が多く、実際の肥料成分が袋の表示と合致しない、混ぜ物が多い、

実際の内容量は表示数量より減らされているなどトラブルも多い。 

生産性の向上には機械化も重要であるが、農業機械に比べ安価で調達でき、かつ農民グループによる

共同購入、大量に購入できない経済状況の農民へも分配可能な肥料の投入が有効と考えられる。ただし

施肥の時期と方法を誤ると本来の効果が期待できないため、施肥時期と使用方法を MAFF の州及び地区

単位の農業普及員など技術指導者を通じて農民に広めることも重要である。 

また、資機材投入に加え、農民組織を通じた施肥方法などの栽培技術等のノウハウの共有、マイクロ

ファイナンスを含む金銭面での融通相互扶助システムの定着なども今後の課題である。 
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なお、国家政策として 2003 年に策定されたカンボジア・ミレニアム開発ゴール（Cambodia Millennium 

Development Goals: CMDGs）目標でも貧困撲滅のための農業近代化の重要性を課題としており、具体的

には①農業分野へ公共投資の増加（農村部インフラ、灌漑等）②農村部レベルの中小企業への民間投資

増加、③高品質農産物生産のための農業アウトプット増加、④農村レベルの投資増（農業グループのマ

イクロファイナンス、農業企業への支援等）の必要性が指摘されている。特に③は今般の貧困農民支援

の要請と合致し、また④は農民グループ組織化の強化、融資強化にも繋がると考えられる。 

 

 

２－３ 上位計画（農業開発計画／PRSP） 

（１）国家開発計画 

従来の「第 2次国家貧困削減戦略（National Poverty Reduction Strategy: NPRS）（2003～2005 年）」

では貧困削減のための農業開発促進に焦点を絞り、農業分野の技術改善による生産性向上、持続的自然

資源管理の強化による食の安全保障及び農家の収入増、さらには地方農村部の自給率向上を優先課題と

して戦略を推進してきた。 

2006 年には新たな「国家戦略開発計画（National Strategic Development Plan: NSDP）（2006～2010

年）」として農業部門強化、インフラの更なる復興・整備、民間部門の開発と雇用創出、キャパシティ

ビルディングと人材資源開発、包括的な四辺形戦略を 4本柱とした包括的な「四辺形戦略」に既存の政

策「国家貧困削減戦略（NPRS）」、「カンボジア・ミレニアム開発ゴール（CMDGs）」、「国家人口政策」（National 

Population Policy）などを統合した計画が導入された。従って現在では NSDP（2006～2010 年）はカン

ボジアの唯一の包括的優先目標であり、貧困削減戦略となっている。 

 

（２）農業開発計画 

「カ」国政府では NPRS に基づき貧困削減のため、特に農村部において生産性向上及び農作業の効率

向上を通じた農村部の食糧自給率の増加を目指している。 

MAFF により策定された短中長期の農業開発計画（1999～2010 年）においても食の安全保障持続が掲

げられており、そのための方策として①農地改革、②収量増（イネ）、③多品種の開発、④農産物の収

量・質の向上、⑤農村経済の多角化、⑥研究リサーチに基づく農業の近代化が求められている。 

MAFF では食の安全保障確保のため特に主食であるコメの収量増産に力をいれており、農林水産省州

農政局（Provincial Department of Agriculture: PDA）や農林水産省地区農政事務所 (District 

Agriculture Office: DAO)を通じた農民への技術指導、財政面での支援を行なっている。MAFF の努力

に加え、2006 年は天候も概ね順調であったことも幸いし 2006～2007 年のイネの収穫量（6,264,123t）

は前年（5,986,179t）に比べ約 5％増加した。 

 

（３）本計画と上位計画の整合性 

上記（１）、（２）より明確なとおり、「カ」国では貧困削減のため貧困層の多い農村部における農業

生産向上を通じた小規模農民、貧困農民への支援を策定しており、これは貧困農民支援の仕組みと整合

性があり妥当である。 
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第３章 当該国における 2KR の実績、効果及びヒアリング結果 

３－１ 実績 

 「カ」国に対する我が国の 2KR は、1992～1996 年まで継続して実施されたがそれ以降は実施されて

いない。供与金額は毎年 5～6億の間で 5年間の供与額累計は 27.5 億円に上る。 

過去の実績（調達品目）は表 3-1 に示すとおりである。調達品目では 1992 年の農薬（3 種類）を除

いて毎年肥料及び農業機械の 2品目が供与されている。 

 各々の肥料及び農業機材（車両を含む）は 5年間の供与により「カ」国内の 10 数州に配布されると

ともに、一部の機材は研修、普及活動のため農林水産省（MAFF）農業・土地改善局に配布されている。 

 過去に実施された 2KR の品目毎の調達数量は表 3-2 のとおり。 

 

表 3-1 対「カ」国 2KR の供与金額・調達品目 

年度 E/N 額（億円） 調達品目 

1992 5.0 肥料、農薬、農業機械 

1993 5.0 肥料、農業機械 

1994 6.0 肥料、農業機械 

1995 5.5 肥料、農業機械 

1996 6.0 肥料、農業機械 

累計 27.5 － 
出所）JICS 

 

表 3-2 2KR の品目毎の調達数量 
調達資機材 1992 1993 1994 1995 1996 合計 配布先〈州名）

Diazinon 20,000 20,000
カンダール、コンポンチャム、
他13州及びMAFF

Fenitrothion 5,000 5,000
カンダール、コンポンチャム、
他11州及びMAFF

Fenvalerate 10,000 10,000
カンダール、スヴァイリエン他
10州及びMAFF

尿素 2,584.2 2,000 3,337.68 3,404 8,000 19,325.9
カンダール、スヴァイリエン他
12州及びMAFF

NPK(15-15-15) 500.0 500.0 360 1,360 タケオ、バッタンバン、MAFF

NPK(16-20-0) 3,500.0 5,600 5,250.0 5,100 19,450
コンポントム、プレイヴェーン
他12州及びMAFF

DAP(18-46-0) 9,344 9,344 N/A

動力スプレーヤー（13L以上） 100 100
コンポチャム、タケオ他13州及
びMAFF

動力ハンドスプレーヤー（14-16L） 1,000 1,000
コンポチャム、タケオ他14州及
びMAFF

動力ハンドスプレーヤー（17-20L） 1,000 1,000 2,000
コンポチャム、シェムリアップ
他12州及びMAFF

脱穀機（定置式） 20 24 44
カンダール、コンポンチャム他
11州

鍬 10,000 10,000 ポーサット、カンポット他13州

ゴーグル 1,000 1,000 1,000 3,000

マスク 1,000 1,000 1,000 3,000

カートリッジタイプマスク 1,000 1,000 1,000 3,000

カーゴドラック（８t) 5 5 10
スヴァイリエン、ポーサット、
プレイヴェーン

かんがいポンプ（4インチ） 184 59 243 MAFF

かんがいポンプ（5インチ） 60 60 MAFF

かんがいポンプ（6インチ） 60 200 260 MAFF

刈取機(Reaper) 27 27 MAFF

精米機 24 24 MAFF

コピー機 1 1 N/A

ピックアップトラック 2 2 4 N/A

動力スプレーヤーとともに販売

農
薬
　
（
L

)

肥
料
（
t

)

機
械
・
車
両
 

(

台
）

 
出所）JICS・MAFF 資料 
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３－２ 効果 

（１）食糧増産面 

 農業生産性と生産量は、干ばつ、洪水、虫害（特にトビイロウンカによるイネへの被害）を含む自然

条件に左右されやすいことに加え、「カ」国への 2KR だけの支援を特定してその効果を定量的に示すこ

とは難しい。 

「カ」国では 1970 年代の内戦の後、1991 年に包括和平合意（通称パリ協定）を締結しており、1990

年代前半の 2KR 支援はその直後のことで、混乱期直後の政治・経済建直し時期に肥料や農業機械など生

産のための農業資機材が不足する中、我が国による 2KR による肥料、農薬、農業機械などの供給は、少

なからず同国の農業生産に貢献したものと思われる。その中でも図 3-1 及び 3-2 にも示すとおりコメを

含む主要作物の生産量の推移は全体的には右肩上がりで、1990 年前半より後半にかけて生産量は増加

傾向となっている。 

 

 

 
  図 3-1 イネ生産量の推移 

出所）MAFF 

 

                                     

  
        図 3-2 トウモロコシ及びキャッサバ生産量の推移 
出所）MAFF 

 

「カ」国への食糧増産援助（2KR）は 1992 年の開始から 1996 年まで継続して実施され、その間イネ

の生産量は 1992 年の 222.1 万 t から 1996 年の 345.8 万 t へと大きな伸びを示している。MAFF 関係者

の話によれば1992年当時には食糧不足のため食糧を輸入していた同国が1996年には国内で食糧を自給

するまでになったのは自然条件も含む多くの要因によるものの、2KR による農業資材投入もこの成長の

一端を担っているとのことである。 
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（２）貧困農民、小規模農民支援面 

 2KR は小規模農民、貧困農民に対象を絞った「貧困農民支援」に変更された後、「カ」国に対する貧

困農民支援は現在のところ行なわれていない。 

 なお、「カ」国では現在もなお、1996 年度の 2KR による見返り資金の残金を使用した見返り資金使用

プロジェクトを実施しているが、同年度の資金を使ったプロジェクトには農業機械の普及活動、稲作貸

付計画のパイロットプロジェクトなど小規模農民、貧困農民に直接・間接的に裨益するものが含まれて

いる。2007 年 6 月の時点で 1996 年度の見返り資金の残高は約 40 億カンボジア・リエル（2007 年 10

月現在の交換レートで約 1.15 億円）で、農林水産省（MAFF）は今後の資金計画で貧困農民、小規模農

民に裨益するプロジェクトへの優先使用を念頭に計画を策定している。財政難の「カ」国にとって見返

り資金は農業関連案件実施のための貴重な資金であり有効活用されている。 

  

 

３－３ ヒアリング結果 

前回の 2KR 支援より 10 年以上経過しているため当時の事情を知る MAFF 関係者、裨益農民からフィー

ドバックを得ることは叶わなかったが今後の貧困農民支援実施にあたり、中央・地方を含む MAFF 関係

者、農民の要望、国際機関及び他ドナー等より収集した意見、情報概略は下記のとおり。なお、ヒアリ

ング結果詳細については、添付資料 3に纏める。 

 

（１）裨益効果の確認 

｢カ｣国政府（MAFF）関係者等へヒアリングに基づくコメントは以下の通り。 

前述のとおり、「カ」国において国家計画（国家戦略開発計画：NSDP）の中で農業部門強化を目標と

し、さらに農業開発計画でも政府の貧困削減政策に基づく農村部住民の生活向上のため農業収入の増

加が不可欠とされている。このための具体策として、小規模、貧困農民への農業支援では品質の保証

された農業資材を低価格で入手し、収量を上げることが農民自身の食糧自給及び収入増につながると

考えられ、過去の2KRの効果も高かったことから同国政府は今後の貧困農民支援が果たす役割に期待し

ている。 

また現在も最終供与年度（1996 年度）の 2KR 見返資金の積立残高を農業技術の普及などに使用して

おり、今後も貧困農民の新スキーム（見返資金使途プロジェクトの小規模貧困、貧困農民への優先使用）

に沿って活用する予定であり、見返り資金の活用も農村支援のための貴重な財源となっている。 

  

（２）ニーズの確認 

過去の2KR案件実施時より既に10年が経過しており、実際に2KRにより調達された資機材の受益者を特

定できないことから聞き取りを行なうことはできなかったが、3州（タケオ州、スヴァイリエン州、プ

レイヴェーン州）の農民組織より要望を含む営農事情を収集し以下に取り纏めた。 

聞き取りを実施した複数の農民組織では、各農家の所有農地面積はおよそ0.5～8.0haだが、0.5ha以

下の小規模農家では、自家消費分を確保するのが精一杯で余剰農産物はないため家畜の飼育、野菜栽培、

他農家への労働力提供で現金収入を得て不足食料や日用品の購入、医療費に充当している。貧困を抜け

出し生活を豊かにするためコメを主とする作物の収量増が必要で、そのためには化学肥料など資材の投

入、農業の近代化（機械化）が望まれている。 
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 特に肥料に関し、各農民組織で化学肥料（DAP、尿素、NPK）の使用経験があり、全ての組織で肥料の

品質についてコメントを求めると、市場などを通じて個人購入したものには比較的粗悪品（膨張剤で容

量を増やしたもの、内容量が記載された内容量より少ないもの、混ぜ物）が多く、隣国のベトナムなど

から違法輸入される製品にはトラブルが多いとのことであるが、肥料取り扱い企業より農民が共同した

肥料（欧州製品）には問題がなかったとの意見も聞かれた。農民からは「（日本の援助で）品質のよい

肥料を購入したい」との要望がなされた。 

 

（３）課題 

1990 年代の 2KR 実施時の資機材配布の遅れや資機材の価格設定が高いため資機材が計画通り販売で

きなかった等問題が発生したため、今後 2KR 実施の場合には MAFF では過去実施案件の反省も踏まえつ

つ 2KR の体制を整え、同省内にプロジェクト実施監理・評価局（PMEU: Project Monitoring and 

Evaluation Unit of 2KR）を設置し、今後貧困農民支援が実施された場合は資機材配布、見返資金回収、

モニタリングを一環して行なうとしている。この際、農民の声をより反映し易いシステムを構築するた

め案件実施後、裨益農民へのアンケート実施計画等も策定中である。 

今般 10 年ぶりに貧困農民支援の現地調査を実施するにあたり、調査団は「カ」国滞在中に開催され

た ENJJ（Embassy, NGO, JICA, JBIC: カンボジアにおける大使館、NGO、JICA、JBIC 関係者連絡会議）

の農業分科会に出席し、JICA カンボジア事務所とともに①2KR の概要・変遷、②旧２KR と貧困農民支

援のスキームの違い③今般の調査について説明を行うとともに質疑応答及びカンボジアでの支援実施

にあたりアドバイス・意見の徴収を行なった。その際にも適正な資機材配布が行なわれているかを確認

するモニタリングの重要性が指摘された。 

なお、詳細内容については添付資料に記載する。 
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第４章 案件概要 

４－１ 目標及び期待される効果 

既に第 2 章で述べたとおり、「カ」国における GDP は 2002 年から堅調な伸びを示しており、特に

2004 年から 2006 年の 3年間において高い伸びを継続していることから、同国経済の急成長の現状が

窺える。このように急成長を遂げる「カ」国経済において 1997 年時点で GDP の 44.8％を占める最大

の産業であった農林水産業は、2006 年にはその比率を 29.6％まで下げ、サービス業（40.2％）、工業

（30.2％）に次いで 3番目の産業と順位を下げている。 

他方、農林水産業分野の実質生産量を示す粗付加価値（GVA: Gross Value Added）は、1997 年か

らの 10 年間で 472.2 千億リエルから 683 千億リエルへと約 44.6％の高い伸びを示しており、2006

年 GVA の内訳を見ると、図 4-1 が示すとおり農業部門が 50.8％と全体の大半を占めている。 

 

50.8

25.9

15.8

7.5

農業

水産

畜産

林業

 

図 4-1 「カ」国における農林水産分野の GVA 内訳（1997～2006 年） 

出所）ANNUAL REPORT ON AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES 2006-2007 

 

更に農業部門の内訳を見ると、図 4-2 が示すとおり全体の 54％をコメの生産が占めており、いか

に「カ」国において主食であるコメの生産に重点が置かれている状況が明らかとなっている。このた

め「カ」国におけるコメの生産は、近年、生産回復基調にあり統計上の需給関係においても自給が達

成されているとされるが、既に第２章にて示したとおり、地域的な食糧の過不足が発生していると共

に安定した食糧の供給体制が確保されていない状況にある。 

 

54%

5%5%
8%
3%

8%

5%
3% 9%

ｲﾈ

ﾄｳﾓﾛｺｼ

ｷｬｯｻﾊﾞ

野菜

ﾀﾞｲｽﾞ

その他作物

ｺﾞﾑ

ﾀﾊﾞｺ

その他換金作物

 

図 4-2 「カ」国における農業分野の GVA 内訳（1997～2006 年） 

出所）ANNUAL REPORT ON AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES 2006-2007 
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以上のような状況のもと、本計画においては前述のような理由にて食糧の生産が不安定で不足して

いる 8州 1特別区（カンダール州、コンポンスプー州、コンポンチュナン州、コンポンチャム州、タ

ケオ州、プレイヴェーン州、スヴァイリエン州、バッタンバン州及びパイリン特別区）を対象とし、

これら対象州の中でも耕作面積が小さな農民に対して良質な肥料を提供し、単位面積当たりの生産性

を向上させることを目的としている。これにより、食糧が不足している小規模農家の食糧事情はもと

より、当該地域における食糧の供給事情を改善すると共に余剰生産物を販売することにより、対象と

なる小規模農家の収入を増加させることが期待されている。 

本計画における対象作物は、「カ」国民の主食であるコメとコメに次いで重要な食用作物であるト

ウモロコシとキャッサバである。これら 3作物の対象総面積は 10 万 ha で、その内訳は表 4-1 に示す

とおりイネが全体の 75％を占め最大の 7.5 万 ha となっている。また、本計画における裨益者総数に

ついて「カ」国は、20 万人と試算しており、これは対象 8州 1特別区の合計人口（720.8 万人）の約

2.8％に相当する。 

他方、「カ」国側は本計画で対象となる小規模農家の一戸あたりのイネの平均作付面積と収量はそ

れぞれ 0.5ha、1.2t/ha としていることから、仮に本計画で良質な肥料を供給することにより、コメ

の収量が仮に「カ」国平均の約 2.5t/ha まで増加すると仮定した場合、約 97,500t（籾ベース）の増

産効果が期待できることとなる。なお、97,500t の籾を精米量に換算すると約 58,500t（精米歩留ま

りを 60％として計算）となり、「カ」国民の約 40 万人の年間消費量に相当する。 

 

表 4-1 本計画における肥料販売の対象内訳 

土壌肥
沃度

貧困
地域

自然
災害

ｲﾈ
（ｺﾒ）

ﾄｳﾓﾛｺｼ ｷｬｯｻﾊﾞ 合計 尿素 DAP NPK TOTAL

1 ｶﾝﾀﾞｰﾙ ○ ○ ○ 30,000 10,000 5,000 0 15,000 1,000 233 600 1,833

2 ｺﾝﾎﾟﾝｽﾌﾟｰ ○ ○ ○ 21,000 10,000 500 0 10,500 1,000 233 60 1,293

3 ｺﾝﾎﾟﾝﾁｭﾅﾝ ○ ○ - 22,000 10,000 1,000 0 11,000 1,000 233 120 1,353

4 ｺﾝﾎﾟﾝﾁｬﾑ - ○ - 30,000 10,000 3,000 2,000 15,000 1,000 233 600 1,833

5 ﾀｹｵ - ○ ○ 22,000 11,000 0 0 11,000 1,100 258 0 1,358

6 ﾌﾟﾚｲｳﾞｪｰﾝ ○ ○ ○ 25,000 12,000 500 0 12,500 1,200 280 60 1,540

7 ｽｳﾞｧｲﾘｴﾝ ○ ○ ○ 24,000 12,000 0 0 12,000 1,200 280 0 1,480

8 ﾊﾞｯﾀﾝﾊﾞﾝ - ○ ○ 14,000 0 5,000 2,000 7,000 0 0 840 840

9 ﾊﾟｲﾘﾝ特別区 - ○ ○ 12,000 0 5,000 1,000 6,000 0 0 720 720

- - - - - 200,000 75,000 20,000 5,000 100,000 7,500 1,750 3,000 12,250

州別/肥料別配布計画
（t）

肥料の配布対象

No.
州　名

選定理由
裨益者
数（人）

作物及び面積（ha）

 
出所）MAFF 

 

 

４－２ 実施機関 

本計画における実施機関は農林水産省（MAFF: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries）

であり、2006 年 12 月現在 4,192 名の職員を擁し、各州の地方農政局職員（4,051 名）も含めるとそ

の総数は 8,243 名となっている（図 4-3 組織図を参照）。 

本計画を担当する部署は、MAFF が同省内に設置したプロジェクト実施監理・評価局（PMEU: Project 
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Monitoring and Evaluation Unit of 2KR）である。同 PMEU は MAFF と在カンボジア日本大使館との

協議により、MAFF が実施するプロジェクトの実施監理とその評価を行うことを目的として 2003 年に

設立された部署である。 

PMEUは今回要請のあった2KRの要請内容を策定しており、本計画が実施の運びとなった場合には、

関係部署間の調整をはじめ案件の実施に係る監理から評価までの包括的且つ横断的な取り纏め業務

を担う計画となっている。具体的に PMEU は、本計画における肥料販売の対象となる農民及びグルー

プの選定に当たって、当該対象地域の州農政局（PDA: Provincial Department of Agriculture）及

び地区農政事務所（DAO: District Agriculture Office）を指揮監督し、対象となる農家が同地域に

おいて平均耕作規模以下の小農（グループ）を優先的に選定されるよう調整することが計画されてい

る。更に PMEU は MAFF を含む「カ」国政府内はもとより、在カンボジア日本大使館、JICA 事務所な

ど内外の関係機関等に対する窓口として横断的な管理・調整業務も行う計画となっている（図 4-3

組織図を参照）。 

 

内 部 監 査 局(18)
Dept. of Internal Audit

注）各局の人員内訳不明

注)職員数不明

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ農業開発研究所(56)

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ・ｺﾞﾑ研究所(67)

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ国立農業大学(168)

ﾌﾟﾘｰｸﾘｰﾌﾟ農業学校(157)

ｺﾝﾎﾟﾝﾁｬﾑ農業学校(51)

()内数値は職員数

財務管理ユニット
Financial Control Unit

市場協力局

ゴム開発局

大　臣　官　房
Cabinet Minister / Adviser

森林局(1,672)

畜産局(351) プロジェクト実施監理・評価局（PMEU）
（Project Monitoring and Evaluation Unit of 2KR）

総  局(3,506)
General Directorate

総務局(81)

農業機械局(164)

人事局(36)

財務局(34)

検　査　総　局(31)
Gen. Inspectorate

長　官　補
Under Secretary of State

ゴ ム 生 産 総 局(136)
Gen. Dir. of Rubber Plantation

大　臣
Minister

長　官
Secretary of State

地区農政事務所(DAO)

州農政局(PDA)(4,051)

計画/統計局(74)

国際協力局(40)

農業普及局(80)

水産局(495)

農業登記局(30)

農業/土地改良局(423)

農産加工局(24)

農業情報局(2)

 

図 4-3 農林水産省（MAFF）の組織図            

出所）MAFF 

 

MAFF の 2006 年度予算総額は、表 4-2 に示すとおり 39,274 百万リエル（約 11.25 億円）であり、

その内訳は経常経費（Current expense）が 28,132 百万リエル（約 8.06 億円）で全体予算の 72％を

占め、残りの 28％がプロジェクト実施費（Program of Action）で 11,142 百万リエル（約 3.19 億円）

となっている。更に MAFF の予算内訳を見ると職員への給料等人件費が 9,918 百万リエル（約 2.84

億円）で経常費の約 35％を占める最大の項目となっている。人件費に次ぐ項目は各州への補助金で

経常費の約 34％に相当する 9,665 百万リエル（約 2.77 億円）となっており、人件費と合わせるとこ

れら 2項目で経常費の約 7割を占めている。 
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表 4-2 MAFF の 2007 年度予算 

(単位：百万ﾘｴﾙ）

No. 項　目 経常費 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ費

1 購買費 4,584.0 4,993.0 9,577.0 (24.4%)

2 外部委託費 745.0 2,990.0 3,735.0 (9.5%)

3 外部委託費（その他） 3,120.0 3,092.0 6,212.0 (15.8%)

4 税金 100.0 0.0 100.0 (0.3%)

5 人件費 9,918.0 0.0 9,918.0 (25.2%)

6 補助金 9,665.0 67.0 9,732.0 (24.8%)

28,132.0 11,142.0 39,274.0 (100.0%)

出所）MAFF

合　計

合　計（％）

 

 

 

４－３ 要請内容及びその妥当性 

（１） 対象地域 

本計画における対象地域は「カ」側 MAFF との協議の結果、当初要請の 6州（プレイヴェーン州、

スヴァイリエン州、コンポンスプー州、タケオ州、コンポンチュナン州及びカンダール州）にコンポ

ンチャム州、バッタンバン州及びパイリン特別区が追加され、最終的に 8州 1特別区が本計画の対象

地域となった。これら対象地域は、表 4-3 に示すとおり州人口に占める割合の殆どが農民であり、農

地の割合においてもコンポンスプー州を除き、全国平均の 20.4％を大きく上回り、農業を主体とす

る地域である。 

 

表 4-3 貧困農民支援の対象地域（州）における農地面積と農業人口 

州の総面積
（Km2）

うち農地
(千ha)

農地の割合
（％）

州の人口
（人）

うち農民
（人）

農民割合
（％）

1 バッタンバン 11,622.00 4,152.00 35.7 889,531 648,468 72.9

2 コンポンチャム 9,798.60 4,734.43 48.3 1,689,851 1,396,154 82.6

3 コンポンチュナン 5,521.00 1,809.26 32.8 476,553 407,453 85.5

4 コンポンスプー 7,017.00 1,052.02 15.0 640,381 544,323 85.0

5 カンダール 3,555.33 2,070.27 58.2 1,099,149 844,146 76.8

6 プレイヴェーン 4,883.00 3,100.00 63.5 1,025,331 825,818 80.5

7 スヴァイリエン 2,966.40 2,000.78 67.4 513,267 461,940 90.0

8 タケオ 3,562.70 2,440.00 68.5 840,294 650,866 77.5

9 パイリン特別区 1,097.66 330.00 30.1 33,780

50,023.69 21,688.76 43.4 7,208,137 5,812,948 80.6

出所）「貧困農民支援」現地調査の質問表に対する回答書/注）データなし

合　計

農業人口とその割合農地面積とその割合

注）殆どが農民

州　名No.

 

 

これら対象地域の選定に当たっては、以下の何れかの条件、若しくは複数条件に該当する地域が選

定されており、貧農支援及び食糧増産という観点から妥当な選定基準と判断される。 
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 耕作地の肥沃度が相対的に低く、土地生産性が低い地域 

 旱魃など自然災害や病害虫の発生により、作物の生産性が安定しない地域 

 貧困率が相対的に高い地域 

 

（２） 対象作物 

イネ、トウモロコシ、キャッサバの 3作物が本計画における対象作物として選定された。 

対象作物のうち、イネは「カ」国民の主食作物であり、同国民一人当たりのコメの消費量は、平均

145kg/人/年間（精米ベース）となっている。またコメは同国農民にとって数少ない現金収入を得る

ための重要な作物となっている。このように「カ」国民の主食作物かつ農民の重要な収入源であるイ

ネは、「カ」国内にて雨季作と乾季作による二期作が広く行われており、2006 年の総生産量は 626.4

万 t（籾ベース）に達し、同国内で生産される最大の穀物となっている。本計画の対象地域において

も同様に二期作が行われており、年間生産量は約 406 万 t（籾ベース）に達し、「カ」国全体の約 65％

を占めている（表 4-4）。なお、雨季作による生産量は全体の約 7 割強を占めており、乾季作による

生産は僅か 3割弱に留まっている。これは乾季作における水の確保が困難なことが挙げられるが、乾

季作における単位面積当たり平均収量は表 4-4 に示すとおり 1.65t/ha の増収となることから、乾季

に水が確保されることにより、更なる増収が期待できる。 

 

表 4-4 イネの対象地域（州）における作付面積/収量/生産量（2006 年） 

作付面積
(ha)

収量
(t/ha)

生産量
(t)

作付面積
(ha)

収量
(t/ha)

生産量
(t)

作付面積
(ha)

収量
(t/ha)

生産量
(t)

1 バッタンバン 243,768 2.56 624,147 2,455 3.60 8,838 246,223 2.57 632,985

2 コンポンチャム 165,243 2.67 441,577 51,954 3.89 202,205 217,197 2.96 643,782

3 コンポンチュナン 102,996 2.08 214,063 20,973 3.52 73,804 123,969 2.32 287,867

4 コンポンスプー 105,785 2.31 244,363 242 3.29 796 106,027 2.31 245,159

5 カンダール 44,939 2.91 130,734 57,413 4.06 233,326 102,352 3.56 364,060

6 プレイヴェーン 247,151 2.22 547,507 66,835 4.09 273,021 313,986 2.61 820,528

7 スヴァイリエン 144,965 1.50 218,172 13,100 3.90 51,072 158,065 1.70 269,244

8 タケオ 173,167 2.78 481,404 73,528 4.16 305,876 246,695 3.19 787,280

9 パイリン特別区 1,865 3.00 5,595 730 3.00 2,190 2,595 3.00 7,785

1,229,879 2.36 2,907,562 287,230 4.01 1,151,128 1,517,109 2.68 4,058,690

出典）ANNUAL REPORT ON AGRICULTURARE, FORESTRY AND FISHERIES 2006-2007

合　計

州　名No.

合　計

雨　季　作 乾　季　作

 

 

他方トウモロコシは、コメに次ぐ主要な穀物で、2006 年には「カ」国全体で約 37 万 t が生産され

ている。また、キャッサバについても畑作物として 2006 年は凡そ 221 万 t が生産され、「カ」国にお

ける主要な食糧として位置付けられている。このうち本計画の対象地域におけるトウモロコシ、キャ

ッサバの生産量（2006 年）は表 4-5 に示すとおり、それぞれ約 35 万 tと 206 万 t となっており、「カ」

国総生産量の約 9割強を生産している。 

このように本計画で対象とされるイネ、トウモロコシ、キャッサバの 3作物、何れについても「カ」

国において主要な食糧作物として位置付けられているとともに農民にとって貴重な現金収入源であ

ることから、本計画における対象作物として妥当と判断される。 
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表 4-5 対象作物の対象地域（州）における生産状況（2006 年） 

作付面積
(ha)

収量
(t/ha)

生産量
(t)

作付面積
(ha)

収量
(t/ha)

生産量
(t)

作付面積
(ha)

収量
(t/ha)

生産量
(t)

1 バッタンバン 246,223 2.57 632,985 42,160 4.51 190,304 18,045 40.71 734,654

2 コンポンチャム 217,197 2.96 643,782 12,431 2.37 29,478 51,819 20.09 1,041,167

3 コンポンチュナン 123,969 2.32 287,867 2,330 1.72 3,996 720 4.25 3,059

4 コンポンスプー 106,027 2.31 245,159 545 1.97 1,072 656 15.03 9,861

5 カンダール 102,352 3.56 364,060 14,449 1.01 14,609 252 2.99 754

6 プレイヴェーン 313,986 2.61 820,528 2,139 1.38 2,959 154 2.86 440

7 スヴァイリエン 158,065 1.70 269,244 107 6.22 666 1,959 17.89 35,043

8 タケオ 246,695 3.19 787,280 171 0.56 95 1,121 4.74 5,310

9 パイリン特別区 2,595 3.00 7,785 24,649 4.25 104,714 4,595 50.26 230,936

1,517,109 2.68 4,058,690 98,981 3.51 347,893 79,321 25.99 2,061,224

出典）ANNUAL REPORT ON AGRICULTURARE, FORESTRY AND FISHERIES 2006-2007

合　計

トウモロコシ キャッサバ

No. 州　名

イネ（コメ）

 

 

（３） 要請品目・要請数量 

１）要請品目の妥当性 

「カ」国側からの当初の要請内容は、肥料 3品目、農業機械 2品目の合計 5品目であったが、本件

調査において実施機関である MAFF と協議を行った結果、最終的な要請品目は表 4-6 に示すとおり、

肥料 3品目となった。 

今回、要請された尿素、DAP、NPK の肥料 3 品目については既に「カ」国内の市場で一般的に販売

されている肥料であるが、同国内では生産されておらず、全て海外からの輸入である。このため、こ

れら肥料の一般市場価格は比較的高価なことから、その使用はある程度の耕作面積を有し、購買力の

ある農家だけに限られており、小規模農家での使用は極僅かである。また、これら肥料は「カ」国

MAFF の品質検査を受けて正式に輸入される肥料もあるが、相当量の肥料が近隣諸国から密輸入され

ている。これら密輸入された肥料の品質に対しては、農民から「表示どおりの成分、内容量が含まれ

ていないのではないか」、「増量剤が流通の過程で混入されているのではないか」、「施用しても増収効

果がない」などの不信の声が多数聞かれることから、多くの粗悪品が市場に出回っているものと思わ

れる。 

 

表 4-6 要請品目/数量及び使用対象作物 

No. 品 目 数量(t) 優先順位 対 象 作 物 

1 尿素（46％N） 7,500 １ 

2 DAP（18-46-0） 1,750 ２ 
イネ（コメ） 

3 NPK（15-15-15） 3,000 ３ トウモロコシ、キャッサバ 

出所）MAFF 

 

他方、当初要請に含まれていた農業機械 2品目（耕うん機及び灌漑ポンプ）についても「カ」国内

では生産されていないものの、輸入されて一般的に市場に流通している。今回の調査において、プノ

ンペン市内の農業機械販売店を訪問して市場調査を行ったところ、今回要請された耕うん機と同型の

販売価格は、約 2,000 米ドル/台（タイ製クボタ）であった。同耕うん機は比較的高価であるにも拘
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らず、昨年の販売実績は約 1,000 台であり、カンボジア国内での総需要は約 10,000 台を見込んでい

るとのことであった。今回の現地調査において本計画の対象とされる農民グループの殆どが家畜（主

に牛）を使用した耕起作業であり、耕うん機を使用しているケースはごく僅かであった。この理由と

しては、機械の場合には購入単価が高いこと、また燃料やスペアパーツなどの維持管理費用がかかる

ことが、導入の阻害要因として挙げられる。 

以上のとおり、今回 MAFF から要請のあった肥料、農業機械の何れも同国の農業分野において既に

導入され、農家に普及されつつあるが、これら全てが輸入品で高価であることから、小規模農家での

使用は限定的である。特に耕うん機などの農業機械については、販売単価が高価な上に燃料代やスペ

アパーツなどの維持管理費も必要となることと、地域によってはスペアパーツの購入も困難であるこ

とから、小規模農家での使用は限定的である。このため小規模農家におけるコメの平均収量は約 1.2

～1.4t/ha と地域差がある上に全国平均（雨季作：2.36t/ha、乾季作：4.01t/ha）からも大きく下回

る数字となっている状況にある。 

このように「カ」国における小規模農民を取り巻く状況は、必要な農業資機材が充分に入手できず、

全てが必要な状況にあるため、今般、「カ」国側から要請のあった肥料と農業機の必要性は確認でき

る。しかし、農業機械については、前述のとおり販売単価が高いこと、維持管理費用が発生するため、

本計画で対象となる小規模農家による購入はおろか、適正な維持管理は極めて困難が伴うと予想され

る。 

以上のような現状を「カ」国側は理解し、最終的に販売単価が小さく小規模農民でも購入可能な肥

料 3品目を本計画「貧困農民支援」の要請品目として選定したことは、現実的且つ安価で良質の肥料

を小規模農民に提供して農業生産性を向上させることに繋がるため、妥当と言える。また、増産によ

り食糧の確保に加え、余剰生産物を販売することも可能になり、小規模農家の収入増加に繋がると期

待されることからも、今回要請のあった肥料は妥当な品目と判断される。 

なお、当初の要請に含まれていた肥料及び農業機械の有効使用に関するソフトコンポーネントにつ

いては、前述の通り本計画で対象となる小規模農民がこれまでに肥料及び農業機械を恒常的に使用し

ていない現状を考慮すると、その必要性は高いと判断されるが、後段の「技術協力の必要性」で述べ

る理由もあり、本計画の要請から削除することとした。 

 

２）要請数量の妥当性 

肥料の要請数量については、本計画の対象面積 10 万 ha に対し、尿素、DAP、NPK 肥料品目合計で

12,250t が要請されており、これら肥料から供給される各成分量を計算すると、表 4-7 に示すとおり

となる。 

 

表 4-7 要請肥料から供給される各肥料成分の供給量 

品　目 数量（t） 窒素（N） リン酸（P2O5） カリ（K2O）

尿素(46) 7,500 3,450 0 0

DAP(18-46-0) 1,750 315 805 0

NPK(15-15-15) 3,000 450 450 450

合 計 12,250 4,215 1,255 450

肥料成分の供給量（t）要 請 内 容
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以上の各成分供給量をヘクタール当たりに換算すると、次のとおりとなる。 

 窒素（N） ： 42.15kg/ha 

 リン酸（P2O5） ： 12.55kg/ha 

 カリ（K2O） ： 4.5kg/ha 

作物栽培における適正な施肥量は、土壌肥沃度や栽培する作物、品種に加えて気象条件など色々な

諸要因が影響するため、画一的な数量を設定することは不可能であるが、一つの目安として表 4-8

に示す「カ」国での稲作における平均的な施肥量と収量の関係を前述の成分量と比較すると、窒素成

分については、収量を 2.9t/ha と設定したイネの在来種を栽培する場合の施肥量（41kg/ha）とほぼ

一致している。 

 

表 4-8 施肥がイネ収量に及ぼす効果 

単位面積当たりの収量 
栽培品種 

無肥料の場合 施肥の場合（成分量：kg/ha）

在来品種 1.6 t/ha 2.9 t/ha（N:41、P:46） 

高収量品種 2.5 t/ha 4.2 t/ha（N:87、P:46） 

出典）「カンボディア王国食糧増産援助調査報告書」国際協力事業団/平成 6年 1月 

 

また、作物に対する施肥基準を決定する上で一つの指標となる作物による熱帯地域における肥料成

分の標準的収奪量は、表 4-9 に示す量となっている。一つの試算として、これらの数値を元に本計画

の対象作物とそれぞれの作付面積から収奪される窒素（N）、燐酸（P2O5）、カリ（K2O）3 成分の収奪

量総量を計算すると、同表のとおり各成分それぞれ 4,466t、3,642t、740ｔとなる。これらの各成分

の総量を表 4-7 で示した本計画で調達予定の肥料によって供給される成分量と比較すると、両者の数

値の間に大きな乖離が無いことから、「カ」側からの要請数量は概ね妥当の範囲と判断される。なお、

燐酸（P2O5）及びカリ（K2O）成分において両者間に若干の差はあるが、これら成分は肥料以外の土壌

や灌漑水など自然界からの供給に加えて前述のとおり、栽培品種により成分収奪量には差があるなど

の要因による差異の範囲と判断できる。 

 

表 4-9 標準的な肥料成分の収奪量から試算した本計画における各肥料成分収奪総量 

面積(ha)
窒素
（N）

ﾘﾝ酸
（P2O5）

カリ
（K2O）

窒素
（N）

ﾘﾝ酸
（P2O5）

カリ
（K2O）

A

1 イネ 75,000 41.0 46.0 0.0 3,075 3,450 0 2,244

2 トウモロコシ 20,000 61.7 7.9 26.9 1,234 158 538 2,244

3 キャッサバ 5,000 31.4 6.7 40.4 157 34 202 33,655

- 合　計 100,000 － － － 4,466 3,642 740 －

出典）ｲﾈについては表4-8のﾃﾞｰﾀを採用し、ﾄｳﾓﾛｺｼとｷｬｯｻﾊﾞについては”「熱帯農業」/西川五郎”を参考に作成

本計画における対象

想定収穫量
(kg/ha)作　物

No

対象面施における成分収奪の総量(t)標準成分収奪量（kg/ha）

B C(=AxB/1,000)
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（４） ターゲットグループ 

今回の 2KR における受益者となる対象は、当該対象州の農民グループ、若しくは農協に所属し、そ

の中でも相対的に小規模な農民を優先的に選定することした。これは「カ」国における農家一戸当た

りの平均耕作面積が、地域（州）によって差があるため、特定の耕作面積を示し一律に対象農家の規

模を設定するのではなく、対象州において相対的に小規模の農家を本計画の対象とするものであり、

本 2KR の趣旨に沿ったものであり、妥当と判断される。 

今回の現地調査で対象となった地域での農民の耕作面積を確認したところ、その殆どが約 0.5ha 前

後であり、同規模の農家では肥料の購入もままならず、イネの収量も約 1.2t/ha と低く、一家の年間

消費量も賄えないような現状であることが確認されており、実態としてはこのような小規模農家が本

計画の対象となると思われる。 

この点について、稲作農家におけるコメの自給状況を家族の人数別及び耕作面積別にシュミレーシ

ョンすると表 4-10 及び表 4-11 に示すとおりとなる。例えば、農村における農家の標準的な家族人数

を 6～8名（夫婦と子供 2～4人+祖父母）と設定した場合、一年間に同家族で消費されるコメ（精米）

の量は表 4-10 で示すとおり約 870～1,160kg となり、同量を確保するためには凡そ 1,667～2,222kg

の籾生産が必要となる。 

 

表 4-10 一家族当たりの年間コメ消費量の試算（人数別） 

kg/人/年間 kg/家族/年間

A B C(=AxB) D(=C÷0.87÷0.6)

1 4 580 1,111

2 5 725 1,389

3 6 870 1,667

4 7 1,015 1,944

5 8 1,160 2,222

6 9 1,305 2,500

7 10 1,450 2,778

8 11 1,595 3,056

9 12 1,740 3,333

注)精米歩留まり60%、収穫後処理ロスと次期作付用種子分13%として計算。

145

No

一家族当たり
の構成人数

籾換算量
（kg）　注）

コメ（精米）の消費量

 

 

一方、本計画で対象となる耕作規模 0.5ha 前後の農家においては、前述のとおり単位面積当たりの

収量も 1.2t/ha と低収量である。このため同規模レベルの農家で実際に収穫量は籾ベースで約 600kg

（精米換算量約 313kg）、同規模の家族（6～8名）が一年間に必要とする精米量の 1,667～2,222kg（籾

ベース）に遠く及ばず、その自給率は凡そ 27～36％と低く、不足分のコメは他から購入によって賄

われている状況が窺われる（表 4-11）。仮に、同規模レベルの農家における単位面積当たりのコメの

収穫量を全国平均レベルの 2.68t/ha（籾ベース）水準まで引き上げることが可能となれば、作付面

積が 0.5ha レベルの小規模農家においても、表 4-11 に示すとおり約 1.34t の籾が生産され、個別農

家別のコメの自給率も 60～80％に引き上げることが可能となる。 
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表 4-11 一家族当たりの年間コメ生産量の試算（人数別） 

小農の場合
B

全国平均
C

小農の場合
D=AxB

全国平均
E=AxC

1 0.50 1.20 2.68 0.60 1.34

2 0.75 1.20 2.68 0.90 2.01

3 1.00 1.20 2.68 1.20 2.68

4 1.25 1.20 2.68 1.50 3.35

5 1.50 1.20 2.68 1.80 4.02

6 1.75 1.20 2.68 2.10 4.69

7 2.00 1.20 2.68 2.40 5.36

単位面積当たりの収量(t/ha） 籾生産量（t/ha）
No

耕作規模
（ha）
A

 

 

既に第 2 章の「食糧事情」の部分でも記載したとおり、「カ」国全体のマクロレベルにおいてコメ

の自給は達成されているものの、ミクロレベルの農家単位で見た場合には、前述のように小規模農家

において自家消費分も賄えないような低い自給状況（自給率約 27～36％）にあることが明白となっ

ている。 

このような状況のもと、本件ではこれら自家消費分を確保することも出来ないような小規模農家を対

象としており、まさに小規模農家を支援して格差を是正する本計画「貧困農民支援」本来の主旨に沿

っていることから、妥当なターゲットグループの設定と判断される。 

 

（５） 調達スケジュール 

「カ」国における対象作物の作付けのスケジュールは地域によって異なるが、本計画の中で最大面

積を占めるイネに関しては、図 4-4 に示すとおり早生種、中生種、晩生種の何れの品種についても一

般的に雨季が始まる前に耕起などの作付け準備作業が開始され、4月から 5月頃にかけて播種作業が

行われる。 

他方、畑作物であるトウモロコシについては、イネと同様に 5月に播種作業が行われ 9月に収穫が行

われるスケジュールが一般的となっている。 

キャッサバについてはイネとトウモロコシと比較して生育期間が長く、9月に作付けが行われ、収穫

は翌年の 4月となっている。 

 

早生種 乾季作

中生種 乾季作

晩生種 雨季作

トウモロコシ － －

キャッサバ － －

注)凡例： 播種期/移植期： 生育期： 収穫期：

出所)： MAFFからの聞き取りをもとに作成

イネ
（コメ）

4月 7月3月
品 種作　物

6月

カ　レ　ン　ダ　ー　月

1月 2月 5月
備　考

12月8月 9月 10月 11月

 

図 4-4 「カ」国における対象作物の作付けカレンダー 

 

以上が「カ」国における対象作物の作付けパターンであり、施肥は元肥とある程度植物体が成長し

た後に行う追肥が一般的に行われていることを考慮すると、要請のあった肥料は作付けが開始される

前の乾季の間に農民の手に届くことが必要となる。また、「カ」国の農村における劣悪な道路事情を
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考慮すると雨季の輸送は困難であることから、要請のあった何れの肥料についても、乾季の間に本計

画の対象農民の手に届くようなスケジュールで肥料の調達を行うことが求められる。 

 

（６） 調達先国 

既に述べたとおり、肥料は「カ」国内で生産されておらず、全て輸入に頼っている。この輸入には、

MAFF に輸入業者として登録した業者による正式な輸入の他に、「カ」国と国境を接するベトナムやタ

イなどの国々からも密貿易により入ってくる肥料が多数存在するとのことであり、これら肥料につい

ては当然のことながら、MAFF によるサンプル検査は実施されておらず、その品質に問題があること

が前出の肥料輸入業者からも指摘されている。この指摘を裏付ける証言として、今回の調査対象とな

ったプレイヴェーン州の農民からは「農民グループを組織し、正規の肥料輸入業者から購入した肥料

の方が、個人で町のローカルマーケットから購入した物よりも肥料の効果が上がった」とのコメント

がなされている。また今回の調査対象となった他の農民グループからも肥料の品質、特に肥料に増量

材が混入されているのではないかとのコメントが出されており、肥料の品質に対しては大きな不信感

を抱いている状況にある。 

このようにベトナムで袋詰めされて輸入される中国やロシア製肥料の品質に対する「カ」国農民の

不信感は大きいことから、今回の要請のあった肥料の調達先国については、肥料の品質面においてタ

イ国製肥料は農民の評判でも特段品質上の問題はないとのことであるので、DAC 加盟国にタイ国を加

えることが妥当な判断といえる。 

 

 

４－４ 実施体制及びその妥当性 

（１） 配布・販売方法・活用計画 

本計画で調達される肥料 3品目の全ては、図 4-5「肥料の配布と見返り資金の回収フロー」に示す

とおり、本計画の実施機関である MAFF の PDA と DAO を通じて、対象 8州及び 1特別区の小規模農家

20 万戸に販売される予定である。 
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小農支援への見返り資金の優先使用

見返り資金の積立 仕向け地（シアヌークビル港） 輸送

(FOBの1/2以上、且つ 肥　料

販売代金の全額）

　　　　　　　　　　　　　　送金 MAFFによる内国輸送　

州レベルの銀行 州倉庫

州農政局(PDA)

　　　　　　　　　　　　　　送金 MAFFによる内国輸送　

地区レベルの銀行（ACLEDA銀行） 地区倉庫

地区農政事務所 (DAO)

現金支払い 　　　　　　　　　　共同購入

農民/ｸﾞﾙｰﾌﾟによる内国輸送　

　　　　　　：肥料の流れ 農民ｸﾞﾙｰﾌﾟ

　　　　　　：見返り資金（CPF）の流れ 現金支払い 　　　　　　　　　　販売（価格はMAFFによ

　　　　　　　　　　　農民による輸送　

小規模農家（個人）

州/地方農政局（PDA及びDAO）

納入業者（商社）

出所）MAFFからの回答を基に作成

対象となる農民ｸﾞﾙｰﾌﾟはMAFF､
PDAおよびDAOにより選定

農林水産省 (MAFF)

貧困農民支援（２ＫＲ）の実施・監理機関 調達代理
契約

肥　料

調達代理機関

プロジェクト実施監理・評価局 (PMEU) 国際入札　業者契約

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ対外貿易銀行（Foreign Trade Bank of Cambodia）

MAFF名義の2KR見返り資金積立専用口座

 

図 4-5 肥料の販売/見返り資金回収の流れ 

 

本計画においてシアヌークビル港に納入された肥料は MAFF によって肥料販売の対象 8 州と 1 特別

区の州農政局が所有する倉庫まで輸送され、更に対象農家がある DAO の倉庫まで輸送される計画とな

っている。シアヌークビル港から末端の倉庫までの輸送業務については、MAFF 自らが行うのではな

く、入札によって輸送業務を請け負う業者を選定する計画であるとの説明であった。このため、調査

団側から輸送のための予算措置について質問したところ、MAFF 側からは過去の 2KR において積み立

てた見返り資金（1996 年度分）を使用したいとの要望があった。見返り資金の使用に関しては在カ

ンボジア日本大使館との使途協議事項であることを MAFF 側に調査団から伝えるとともに協議議事録

に MAFF 側の要望を記載し、その使用の可否については明言を避けた。「カ」国側の財政は逼迫した状

況にあることに加えて対象農民への配布が目的となっていることを考慮すると、これまでに積み立て

た見返り資金を 2KR で調達した肥料の国内輸送業務のために使用することは、対象地域への確実な配

布を担保するためにも使用せざるを得ない状況にあると思料される。 

次に販売対象となる小規模農家の選定に当たっては、先ず対象州の州農政局と地区農政事務所

（DAO）が共同で MAFF に登録された農民グループ又は農協の中から耕作面積が平均以下の小規模農家

が多く存在する対象を選定し、その上で対象グループの中でも比較的小規模の農家を優先的に選定す

る計画となっている。 

肥料の対象農民への販売価格について MAFF 側は、原則的に 2KR の供与条件に従い調達 FOB 価格の

50％相当額に設定する計画であるが、入札の結果、FOB 価格が「カ」国内において商業ベースで販売

33



 

される肥料と比べて大きく乖離がある場合にはその限りではないとの説明が同省側からあった。 

販売代金については、地区農政事務所（DAO）によって回収され、地区の銀行（ACLEDA 銀行）を通

じて見返り資金の積み立て口座があるカンボジア対外貿易銀行（Foreign Trade Bank of Cambodia）

に送金される計画である。なお、「カ」国内で肥料を取り扱う輸入業者からの聞き取りによれば、販

売店への肥料の卸売り価格は以下の通りである。 

① 尿素：US$17.3/袋（50kg）/（MT 換算：US$346）/ベトナムからの輸入品 

（参考【2KR 調達実績 FOB 単価】H18 ﾈﾊﾟｰﾙ：35,695 円/MT≒US$305（中国製）） 

② DAP：US$25.0/袋（50kg）/（MT 換算：US$500）/ベトナムからの輸入品 

（参考【H19 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ用見積 CIP 単価】：110,565 円/MT≒US$945（モロッコ製）） 

③ NPK（15-15-15）：US$15.0/袋（50kg）/（MT 換算：US$300）/ベトナムからの輸入品 

 （参考【2KR 調達実績 FOB 単価】H18 ｶﾞﾝﾋﾞｱ：45,100 円/MT≒US$385（ｵﾗﾝﾀﾞ製）） 

 

（２） 技術支援の必要性 

今回、「カ」側から要請された肥料 3品目及び農業機械 2品目は、商業ベースで輸入され、一般民

間市場にて販売・使用されていることから、特殊な肥料ではない。しかしながら、これら肥料は今回

の「貧困農民支援」にて対象となる小規模農民にとっては必ずしも恒常的に使用されてきた肥料では

ないことから、その効果を最大限に引き出すためにも、これら肥料の使用に当たっては、適正使用に

関する指導が必要となる。要請品目となった肥料 3品目に関しては、施肥量と時期を誤ることにより、

作物の倒伏、病虫害の発生など逆効果を招く原因ともなることから、その施用に当たっては十分な知

識が求められる。 

以上のとおり、今回要請された肥料の投入によって最大限の効果を引き出すためには、適切な技術

指導が必要となるため、MAFF 側は当初、肥料及び農機の使用方法にかかるトレーニングをソフトコ

ンポーネントとして要請していた。しかし、協議の結果、これらソフトコンポーネントについての指

導は、大学の教授や農業研究所に加え民間のディーラーの技術者など同国内のリソースを活用して実

施することとし、援助資金は肥料の調達に優先的に使用したいとの要望が出されたため、ソフトコン

ポーネントは本件要請から削除することにした。 

 

（３） 他ドナー・技術協力等の連携を通じたより効果的な貧困農民支援の可能性 

本計画では「カ」国民の主食であり、且つ現金収入を得るための作物であるイネ（コメ）、トウモ

ロコシ、キャッサバの増産を図るための肥料を調達し、これら作物生産を担う小規模農民に販売する

ものである。本計画で調達の対象となる肥料 3品目は既に「カ」国内にて販売されている肥料であり、

農民にとっては特段、真新しい農業資材ではないが、前項の「技術支援の必要性」で述べたとおり、

肥料の効果を最大限に引き出すためには、その適切な使用（施時期と施肥量など）が重要な要素とな

っている。また、肥料の効果が期待できる優良品種の選定も必要となってくる。しかし「カ」国の実

態としては、ポル・ポト革命時代に技術者など多くの知識人が粛清の対象となったことにより、これ

らの技術が途絶えている状況にあると懸念されるため、これら肥料の基本的使用方法についての指導

を実施する他ドナー・他スキームとの連携が必要と思われる。 

なお、現地調査の期間中に WFP を訪問し、2KR の説明を行ったところ、WFP 側からは日本の 2KR 援

助内容については WFP も承知しており、2KR で貧困層にアプローチする際に WFP の貧困対象地域を利
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用する、或いは 2KR 対象地域で研修に参加した農民に Food for Training で WFP が米を提供するなど

今後何らかの連携の可能性があれば協力を惜しまないとの意思が表明された。 

 

（４） 見返り資金の管理体制 

過去の 2KR では肥料、農薬、農業機械が調達され、これら調達資機材は「カ」国の農業資機材公社

（AMC: Agricultural Materials Company)通じて農民に販売され、販売代金は農林水産省よりカンボ

ジア対外貿易銀行（Foreign Trade Bank of Cambodia）の MAFF 名義の見返り資金口座に積み立てら

れた。 

 

表 4-12 過去実施案件における 2KR 見返り資金積立実績 
見返り資金 

予算 
年度 

E/N 締結 
（年月日） 

供与額 
(億円) 積立義務額 

（ﾘｴﾙ/Riel） 

積立額 

（ﾘｴﾙ/Riel） 

積立率 

（％） 

調達品目 

1992 1992/5/28 5.0 1,645,457,335 3,251,482,135 197.6 肥料、農薬、農機 

1993 1994/4/7 5.0 5,734,732,346 2,563,787,547 44.7 肥料、農機 

1994 1994/9/6 6.0 7,397,857,215 3,723,621,163 50.3 肥料、農機 

1995 1995/7/10 5.5 6,859,076,621 3,955,862,290 57.7 肥料、農機 

1996 1996/6/14 6.0 6,380,697,634 6,736,928,000 105.6 肥料、農機 

合計 27.5 28,017,821,151 20,231,681,135 72.2 － 

注）MAFF/PMEU 提出資料より作成 

 

これまでに積み立てられた見返り資金の総額は、表 4-12 に示すとおり 202.3 億リエル（約 5.8 億

円）が積み立てられたが、その積立率は義務額に対して 72.2％に留まっている。この義務額積立未

達成の理由を「カ」国側に質問したところ、当時の入札による調達価格が高く、積立義務額を確保す

るような価格では「カ」国農民への販売が困難であったため、価格を下げて販売したことがその理由

として挙げられた。 

他方、見返り資金の使用については表 4-13 に示すとおり、これまでに積み立てられた見返り資金

のうちの 79.9％に相当する 161.7 億リエルが日本側との協議を経て 16 案件に使用されており、調査

時点（2007 年 9 月 18 日現在）の残額は 4,061,022,863.14 リエル（約 1.16 億円）となっている。ま

た、以上の 16 件に加えて、以下の 2件が日本側との使途協議の結果、使用の承認を得て、現在実施

中であるとの「カ」側からの説明があった。なお、これら承認された 2件については、日本国政府の

2KR 援助にて積み立てられた資金を利用して実施するプロジェクトである旨の広告が地元紙「Rasmey 

Kampuchea」に掲載されたとのことであった。 

 稲作技術研究活動/Research Activity on Rice Cultivation Technique 

承認日：2007 年 2 月 28 日承認/承認金額：US$ 20,921 

 漁業新法の普及活動/Dissemination of New Fisheries Law 

承認日：2007 年 2 月 28 日承認/承認金額：US$ 21,500 
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表 4-13 「カ」国における 2KR 見返り資金使用実績一覧 

No. 案件名／使途 承認額(ﾘｴﾙ) 使用額(ﾘｴﾙ) 承認日 

１ 農業資機材の配送（1993 年度 2KR 調達資機材） 741,997,546 741,997,546 1997/1/31

２ 農業資機材の配送（1994 年度 2KR 調達資機材） 938,686,700 938,686,700 1997/1/31

３ 堆肥プロジェクト 130,751,750 130,751,750 1997/1/31

４ 灌漑施設建設及び Ou Treng 及び Ou Svay 灌漑ｼｽﾃﾑ改修 915,247,600 915,247,600 1997/1/31

５ 種籾（550t）調達 247,500,000 247,500,000 1997/9/17

６ 肥料（7,000t）調達 5,730,570,000 5,730,570,000 1997/9/17

７ 種籾（2,000t）調達 1,299,910,000 1,299,910,000 1998/5/12

８ Kbal Chay 汚水マネージメント・プロジェクト 72,855,250 73,100,300 2000/3/30

９ Colmatage システム・プロジェクト  4,566,880,000 4,586,400,000 2001/5/9

10 プロジェクト実施監理・評価局(PMEU)設立 223,328,930 223,328,930 2003/7/7

11 Kampong Cham 国立農業学校のフェンス設置 168,591,495 166,533,690 2003/12/10

12 農業機械技術改善及び普及 164,725,755 164,725,755 2003/12/10

13 Tuol Samrong 農業技術ｾﾝﾀｰのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ改修工事 828,964,621 819,010,936 2003/12/10

14 Veal Moam 稲種子及び Prey Tay ｻﾄｳｷﾋﾞ種子農場改修 93,741,500 93,741,500 2003/12/10

15 Svay Rieng への送金手数料 80,000 80,000 2003/12/10

16 Paddy Mortgage Scheme（ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 916,668,565 39,073,565 2005/4/22

合 計 17,040,499,712 16,170,658,272 － 

出所）MAFF/PMEU 提出資料より作成 

 

このように見返り資金の使途はその殆どが農業分野での使用であるが、過去の 2KR で調達された資

機材の国内輸送のための費用や回収した見返り資金の送金手数料など、本来は「カ」国政府が行政コ

ストとして負担すべき費用も含まれており、この点から「カ」国側の厳しい財政事情がうかがえる。

なお、前記の見返り資金の残額は見返り資金が積み立てられている銀行（Foreign Trade Bank of 

Cambodia）が発行した残高証明書に記載される口座残高と一致していることを本件調査にて確認した。 

 

（５） モニタリング・評価体制 

本計画における案件のモニタリングと評価については、在カンボジア日本大使館との協議により

MAFF が設置した PMEU が主体となり、JICA（専門家を含む）との協力体制のもと、モニタリングを行

なう計画となっている。具体的な実施方法としては、PMEU 指揮の下、同省 PDA が主体となり、対象

地区の DAO との協力により、実施状況のモニタリングを行うと共に、農民から直接情報収集（農民に

より記載された評価シートの収集）を行い、評価を行うことも検討している。なお、PMEU の設立に

当たっては前出の表 4-13 に示されるとおり過去に実施した 2KR で積み立てられた見返り資金 223.3

百万リエルが使用されている。 

 

（６） ステークホルダーの参加 

本計画において農民への肥料の販売は、農民グループや農協を通じた販売であり、このような過程

において、エンドユーザーである農民を含め、ステークホルダーとなる関係者・関係機関（州農政局、
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地区農政事務所など職員）より、直接的、間接的を問わず、意見や要望の聴取が MAFF によって広く

確保されるものと期待でき、MAFF より参加機会の確保について了解が得られた。 

 

（７） 広報 

「カ」国に対する 2KR は 1992 年度から 1996 年度までの 5 年間に渡り実施されたが、それ以降 10

年間中断されたことから、この間に我が国の 2KR 支援に関する広報活動は行なわれていなかった。し

かしながら、今回の 2KR 現地調査団の「カ」国派遣については、「カ」国内のマスコミでも報道され、

2KR 再開に対する「カ」国側の関心の高さがうかがわれた。また、最近（2007 年 2 月 28 日）、日本国

政府によって承認された 2KR の見返り資金プロジェクト 2件については、日本国の援助によって積み

立てられた資金を使用したプロジェクトを実施する旨の記事を MAFF が地元紙「Rasmey Kampuchea」

に掲載しており、日本国政府からの援助に対する広報への配慮が窺える。 

 

（８） その他（新供与条件について） 

調査団は「貧困農民支援」にかかる以下の新供与条件を「カ」側に説明したところ、「カ」側から

はこれら条件を受け入れることを協議議事録（M/D）において確認した。 

1) 見返り資金の外部監査の導入及び同資金の小農・貧農支援への優先使用 

2) ステークホルダーの参加機会の確保 

3) 半期（6ヵ月）ごとの連絡協議会の開催 
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第５章 結論と提言 

５－１ 結論 

「カ」国における農業生産を取り巻く環境は長期に渡る内戦により、過去に構築された農業生産施

設などは破壊され、また化学肥料などの農業投入資機材を農民へ供給する官民両者の活動も大きく後

退した。内戦終了直後は農地に残存した地雷などの影響にもあり、「カ」国における農業生産は大き

く落ち込み、主食であるコメの自給も達成できない状況にあった。 

このような状況の中、我が国政府は「カ」国に対して食糧増産援助（2KR）を 1992 年度から 1996

年度まで継続して実施し、表 5-1 に示すとおり肥料、農薬、農業機械・農具などの農業生産資機材を

調達し、戦争終了後間もない農業資機材の少ない時期にコメ生産を中心とする農家に対してこれらを

販売供給した。 

 

表 5-1 過去の 2KR で調達した資機材の内容と数量 

品  目 数量(t) 品  目 数量（L） 品  目 数量(台/本）

尿素 * 15,988 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 20,000 動力散布機 100

15-15-15 1,360 ﾌｪﾆﾄﾘﾁｵﾝ 5,000 人力噴霧器 2,000

16-20-0 14,200 ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ 10,000 脱穀機 44

DAP 9,344 灌漑ﾎﾟﾝﾌﾟ 304

籾摺精米機 24

ｶｰｺﾞﾄﾗｯｸ 5

鍬 10,000

合  計 40,892 合  計 35,000 合  計 12,477

出所）JICS 2KRﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

肥　料 農　薬 農業機械/農具

 

 

以上のような 2KR の支援に加え、戦後復興が進み和平が戻った現在では、「カ」国における農業生

産も大きく回復基調にあり、コメをはじめとするトウモロコシやキャッサバの生産量は徐々に拡大し

ている。特に主食であるコメの生産は、1992 年に 222.1 万 t（籾ベース）であったものが 2006 年に

は 626.4 万 t と過去 15 年間で凡そ 2.8 倍に拡大しており、この増産は単位面積当たりの収量改善と

作付面積の拡大によるもので、その内訳はそれぞれ 1.87 倍と 1.51 倍になり、生産性の拡大が作付面

積の拡大を上回っている。 

2006 年におけるコメの生産量（626.4 万 t）を精米に換算すると約 376 万 t となり、計算上、「カ」

国民 1,440 万人（「The Economist Intelligence Unit、 Country Report」による 2006 年推定値）の

年間消費量（約 209 万 t）を充分に賄う量であり、この点において同国におけるコメの自給は達成さ

れていることになる。しかしながら、「カ」国におけるコメを含めた食糧の生産は土壌の肥沃度の違

いや旱魃、洪水などの自然災害、また病虫害などの発生のために地域差が生じている。更にはベトナ

ムなど隣国へのコメの不法な輸出が行われていることにより、主食であるコメの地域的な過不足が生

じている。この不法な輸出により「カ」国から一年間に流出する量は、正確には把握されていないが、

「カンボジアにおけるコメの生産概況・ポストハーベスト・流通事情」（山崎勇著/国際農林業協力協

会）によれば、凡そ年間 100～200 万 t と推定されており、この量は同国の年間生産量の約 16～32％
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に相当する量となっている。このように「カ」国におけるコメの需給の実態は、見掛け上の自給であ

る可能性が高く、前章の「ターゲットグループ」の項で示したとおり、小規模農家レベルでのコメの

自給は達成されておらず、また「カ」国側が説明するように生産条件による地域的または貧富の差に

よる階層的なコメの過不足が、少なからず発生している状況は容易に想定される。特に「カ」国での

天候不順や病害虫の発生により、コメの生産が甚大な被害を受けた場合はもとより、ベトナムなど恒

常的に「カ」国からコメを購入してきた近隣諸国でのコメの不作は、「カ」国からのコメの流出を加

速させ、同国内におけるコメの過不足状況を更に悪化させる要因となっている。このように「カ」国

でのコメの自給はマクロレベルで達成されているものの、農家単位のミクロレベルにおいては、低い

自給状況にあると言える。 

以上のような状況のもと、特に本計画「貧困農民支援」の対象となる小規模農民などは、所有する

耕作面積が小さく、独自に生産するコメだけでは自家消費量を賄えず、不足分は他の労働によって稼

いだ副収入や家畜などを売却した代金を使ってコメを購入しているような状況が、今回の現地調査に

おける農民からのコメントより明らかとなっている。更に、これらの農業生産の現場においては、ベ

トナムやタイ等の隣国から密貿易等により輸入された品質に問題のある肥料が出回っていることか

ら、肥料本来の効果が得られていない状況にもある。 

本計画は、以上のような状況において土地生産性が低く、食糧の不足している地域 8州及び 1特別

区の小規模及び貧困農民を対象に良質な肥料を提供し、単位面積当たりの生産性を向上させることで、

同地域の食糧事情を改善すると共に余剰生産物を販売することにより農家収入を増加させ貧困状況

を改善することを目的としていることから、妥当な要請内容と判断される。 

なお、今回の調査時に「カ」国側関係者からも「過去の 2KR によって農業生産は拡大した」とする

内容の発言がなされており、この事実は前述の農業統計からも裏付けされるかたちとなった。 

 

 

５－２ 課題/提言 

「カ」国への貧困農民支援を効率的かつ有効に実施するために以下の課題と提言を行う。 

（１） 課題 

１）計画通りの肥料配布（販売）のためのモニタリングの実施 

本計画で良質な化学肥料を農家グループ又は農協を経由して安価な価格で販売することは、品質の

悪い化学肥料が出回っている「カ」国の市場状況において、肥料が個々の農家レベルに渡った段階で

これら個々の農家による肥料の一般市場への転売等の行為も完全には否定できない。 

したがって、このような懸念を排除するためには、調達された肥料が計画通りに対象となった農民

グループ又は農協を通じてその組合員に販売されていることを実施機関である MAFF はもとより、関

係する州農政局、地区農政事務所が協力し、これらのモニタリングを実施することが極めて重要とな

る。 

 

２）農薬の必要性に対する「カ」側からのコメント 

調査報告書の本文にて記載したとおり、「カ」国におけるコメの生産者価格は昨年と比較して大幅

に値上がりしており、この原因はイネの害虫であるトビイロウンカによってコメが不作となったこと

が挙げられている。このような状況のもと、サイト調査を含めた「カ」側との協議において、関係者
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からは農薬の必要性について「このような状況で農薬が必要なのになぜ使えないのか（本件で要請で

きないのか）」とのコメントがなされている。 

一般的に病害虫の病害は、抵抗品種の導入や肥培管理によってある程度防ぐことは可能であると言

われているが、これらを完全に防止することは不可能である。特に「カ」国のように高温多湿の熱帯

地域においては、病虫害が発生し易く、また発生した場合にはその拡大は極めて早いため、初期対策

が遅れることにより壊滅的な打撃を受けることが少なくない。このような状況を回避するためにも、

必要最小限の農薬の使用が必要である。実態として、農民レベルにおいては「カ」国内市場で販売さ

れている中国などから輸入された農薬を使用して病虫害の防除にあたっている状況にある。 

 

（２） 提言 

１）技術支援などソフト面の支援 

前出の「技術支援の必要性」及び「他ドナー・技術協力等の連携を通じたより効果的な貧困農民支

援の可能性」の項で述べたとおり、本計画において要請された資機材の全ては、既に「カ」国内に輸

入され農業生産の現場で使用されている品目であり、特段目新しい資機材ではない。しかしながら、

本計画の対象となる小規模農家にとって、これら農業資機材は、必ずしも恒常的に使用されてきた資

機材ではないことに加えて、これらの効果を最大限に引き出すためにも、これら資機材の適正使用に

関する指導が必要となる。 

このため「カ」国 MAFF 側からは、本計画で対象となる小規模農民への技術指導を「カ」国内の人

材を活用して実施する計画である旨の発言があった。 

また、同技術指導の実施費用については、これまでの 2KR にて積み立てた見返り資金（1996 年度

分）を使用したい旨の発言もなされている。同目的への見返り資金の使用については、「カ」国 MAFF

側の財政状況に加え、本計画で調達した農業資機材の効果を最大限に引き出すという観点からも、必

要であると判断される。 

 

２）肥料の効果を最大限に引き出すための他インプットの支援について 

本計画「貧困農民支援」においては肥料 3品目が要請されているが、これら肥料の効果を最大限に

引き出すためには、適切な時期に適切な量を施用する必要があることは既に述べた通りであり、この

点については技術指導の実施が計画されている。 

このソフト面の支援に加えて、肥料の効果を最大限に引き出すためには、肥効の高い優良品種の導

入や優良種子の配布が重要となることから、本件「貧困農民支援」の実施においてもこれらを肥料と

パッケージとした支援が期待されている。 

この点に関し、「カ」国では既に国際農業開発基金（IFAD: International Fund for Agriculture 

Development）の融資で実施するプロジェクト「RPRP: Rural Poverty Reduction Program」において

肥料（尿素と DAP を各一袋）とイネの種子（25kg）をパッケージとして小規模農民を対象に販売して

いる実績を有している。なお、このプロジェクトは 2004 年から開始され 2010 年まで実施される予定

である。 

40





 

 

 

 



１． 協議議事録







































 

 

 -6-

 





 

 

 -6-

 



４．ヒアリング結果
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